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様式 1－1－1 中期目標管理法人 年度評価 評価の概要様式 

 

1．評価対象に関する事項 

法人名 独立行政法人航空大学校 

評価対象事業年度 年度評価 令和５年度（第５期） 

中期目標期間 令和３～７年度 

 

2．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 国土交通大臣 

 法人所管部局 航空局 担当課、責任者 安全部 安全政策課 乗員政策室長 藤林 健太郎 

 評価点検部局 政策統括官 担当課、責任者 政策評価官 波々伯部 信彦 

 

3．評価の実施に関する事項 

・理事長、監事ヒアリング：令和６年６月２６日 

・外部有識者意見聴取：令和６年６月２８日  

 進 俊則（公益社団法人 日本航空機操縦士協会 会長) 

 李家 賢一（東京大学大学院工学系研究科 教授） 

 関 利恵子（信州大学学術研究院社会科学系 教授） 

 

 

4．その他評価に関する重要事項 

特に無し。 
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様式 1－1－2 中期目標管理法人 年度評価 総合評定様式 

 

1．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ） 

B：全体としておおむね中期計画における所期の目標を達成していると認められる。 （参考）本中期目標期間における過年度の総合評定の状況 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

B B B   

評定に至った理由 「独立行政法人の評価に関する指針」（平成 26 年 9 月 2 日総務大臣決定）及び「国土交通省独立行政法人評価実施要領」（平成 27 年 4 月 1 日国土交通省決定）の規定に基づき、項目別評定の算術平均（以下算定

式のとおり。）に最も近い評定が B 評定であること及び以下の「法人全体に対する評価」等を踏まえ、B 評定とする。 

 

項目別評定数については、全 27 項目中、A 評定が 2 項目、B 評定が 24 項目、Ｃ評定が１項目であった。 

【項目別評定の算術計算】 

（（Ａ4 点×2 項目）＋（Ｂ3 点×4 項目×2）＋（Ｂ3 点×20 項目）＋（Ｃ2 点×1 項目）÷（2 項目＋8 項目＋20 項目＋1 項目）≒3.03 

⇒算術平均に最も近い評定は B 評定である。 

 

※算定にあたっては評定ごとの点数を、S 評定：5 点、A 評定：4 点、B 評定：3 点、C 評定：2 点、D 評定：1 点とする。重要度の高い項目については加重を 2 倍としている。 

 

 

2．法人全体に対する評価 

法人全体の評価 「Ⅰ（３）私立大学等の民間操縦士養成機関への技術支援及び裾野拡大/②裾野拡大の取組」については、航空思想の普及・啓発のための行事実施回数が年度計画における所期の目標を上回る成果が得られている

と認められることから、A 評定とした。また、「Ⅲ財務内容の改善に関する事項/(２)自己収入の確保」についても、受益者の負担率を直接訓練経費の 55％から 2/3 に引き上げて、必要な予算を確保するとともに、予算

ベースから執行ベースに変更して、予算執行の透明性を確保したことから、同様にＡ評定とした。 

 

「Ⅰ（２）航空安全に係る教育等の充実/①航空安全プログラム（ＳＳＰ）に基づく取組」については、イレギュラー運航件数は年度計画における所期の目標を上回る成果が得られたものの、航空事故が１件発生したこと

から、Ｃ評定とした。 

 

その他の項目は、年度計画における所期の目標を達成していると認められることから、B 評定とした。 

 

全体の評定を行う上で特に

考慮すべき事項 

上記以外、全体の評定に影響を与える事項等は無い。 

 

 

3．項目別評価における主要な課題、改善事項など 

項目別評定で指摘した課

題、改善事項 

該当無し。 

その他改善事項 該当無し。 

 

主務大臣による改善命令を

検討すべき事項 

該当無し。 

 

4．その他事項 

監事等からの意見 法人の自己評価について、特段異論無し。 

 

その他特記事項 該当無し。 
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業務実績等報告書様式１－１－３ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定総括表様式 

中期計画（中期目標） 年度評価 項目別 

調書№ 

備考 

 

 中期計画（中期目標） 年度評価 項目別調

書№ 

備考 

  令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

 

令和 

６年度 

 

令和 

７年度 

 

  令和 

３年度 

 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

 

令和 

６年度 

 

令和 

７年度 

 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 

 航空機操縦士養成事業 B B B   １－１  

  （１）教育の質の向上 B 重 B 重 B 重       （１）業務改善の取組 B B B   ２－１  

① 学生への教育の質の向上 A 重 B 重 B 重       ① 組織運営の効率化 B B B     

② 資質の高い学生の確保 B 重 B 重 B 重       ② 教育・訓練業務の効率化 B B B     

③ 訓練環境の維持・向上 B 重 B 重 B 重       ③ 調達の合理化の推進 B Ａ B     

④ 教官の質の確保 B 重 B 重 B 重       ④ 人件費管理の適正化 B B B     

（２）航空安全に係る教育等の充実 B B B       ⑤ 教育コストの分析・評価 B B B     

① 航空安全プログラム（SSP）に基づく取

組 

C B C       ⑥ 一般管理費の縮減 B B B     

② 学生に対する安全教育の充実 B B B       ⑦ 業務経費の縮減 B B B     

③ 教育の質の更なる向上、平準化 B B B       ⑧ 情報システムの整備・管理 － B B     

④ 安全対策の実施 B B B      （２）業務の電子化 B B B   ２－２  

⑤ 安全管理体制の確認・見直し B B B      Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

（３）私立大学等の民間操縦士養成機関へ

の技術支援及び裾野拡大 

B A Ａ       （１）予算・収支計画及び資金計画 B B B   ３－１  

① 技術支援の取組 B B B       （２）自己収入の確保 B B A   ３－２  

  ② 裾野拡大の取組 A A A       （３）業務達成基準による収益化 B B B   ３－３  

         Ⅳ．その他の事項 

            短期借入金の限度額 － － － － － ４－１  

            不要財産の処分等に関する計画 － － － － － ４－２  

          重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 － － － － － ４－３  

          剰余金の使途 － － － － － ４－４  

          内部統制の充実・強化 B B B   ４－５  

            人材の確保・育成 B B B   ４－６  

          施設及び設備の整備 － B B   ４－７  

          保有資産の検証・見直し B B B   ４－８  

※重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「重」を付す。 

困難度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。   
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業務実績等報告書様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―１ 航空機操縦士養成事業 

業務に関連する政策・施策 

政策目標：5 安全で安心できる交通の確保、治安・生活安全の確保 

政策目標：14 公共交通の安全確保・鉄道の安全性向上、ハイジャック・航空機テ

ロ防止を推進する 

当該事業実施に係る根拠（個別法

条文など） 独立行政法人航空大学校法（平成 11 年法律第 215 号） 第十一条 

当該項目の重要度、難易度 「（１）教育の質の向上」について、重要度、困難度 高 関連する政策評価・行政事業レビュ

ー 

行政事業レビュー番号 004169、005776 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

   令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

養成人数 

（計画値） 
１０８名 － １０８名 １０８名 １０８名   

  
予算額（千円） 3,983,162 4,171,205 4,996,332   

養成人数 

（実績値） 
－ １０８名 １０８名 １０７名 １０８名   

  
決算額（千円） 3,959,264 4,345,011 4,400,831   

達成度 － － １００％ ９９.１％ １００％   
  

経常費用（千円） 4,031,270 4,443,985 4,445,669   

学生の資格取得

率 

（計画値） 

９１％以上 － ９１％以上 ９１％以上 ９１％以上   

  経常利益（千円） 

※経常損失はマイナス（△）表

示 

△59,285 △443,840 △86,275   

学生の資格取得

率 

（実績値） 

－ － ９６．１％ ９０．４％ ９４．３％   

  

行政コスト（千円） 4,091,469 4,502,311 4,503,783   

 
達成度 － － １００％ ９９．３％ １００％   

  
従事人員数（人） 125 125 125   

航空会社等への

就職率 

（計画値） 

９６％以上 － － － － － － 

  

      

航空会社等への

就職率 

（実績値） 

－ － － － － － － 

   

     

達成度 － － － － － － － 
   

     

航空会社に対す

るアンケート 

（計画値） 

８０％以上 － ８０％以上 ８０％以上 ８０％以上   

   

     

航空会社に対す

るアンケート 

（実績値） 

－ － ９３．３％ ９１．７％ ９１．７％   

   

     

達成度 － － １１６．６％ １１４．６％ １１４．６％   
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航空会社との意

見交換回数（計

画値） 

年 1 回以上 － 年 1 回以上 年 1 回以上 年 1 回以上   

   

     

航空会社との意

見交換回数（実

績値） 

－ － 年 1 回以上 年 1 回以上 年 1 回以上   

   

      

達成度 － － １００％ １００％ １００％   
   

     

操縦教官への技

能審査 

（計画値） 

年 1 回 － 年 1 回 年 1 回 年 1 回   

   

     

操縦教官への技

能審査 

（実績値） 

－ － 年 1 回 年 1 回 年 1 回   

  

     

達成率 － － １００％ １００％ １００％   
  

     

航空事故・重大インシ

デント（計画値） 
０件 － ０件 ０件 ０件   

  
     

航空事故・重大インシ

デント（実績値） 
－ ０件 ０件 ０件 １件   

  
     

イレギュラー運航

件数（計画値） 

10,000 時間あた

り 4.28 件以下 
－ 4.28 件以下 4.28 件以下 4.28 件以下   

  
     

イレギュラー運航

件数（実績値） 
－ 

10,000 時間あたり

4.78 件以下 
6.47 件 2.41 件 2.03 件   

  
     

 達成度 
－ － ６６％ １７７．６％ ２１０．８％   

   
     

安全教育受講回

数（計画値） 
年２回以上 － 年２回以上 年２回以上 年２回以上   

  
     

安全教育受講回

数（実績値） 
－ 年２回以上 年２回 年２回 年２回   

  
     

達成度 
－ － １００％ １００％ １００％   

  
     

教官オブザーブ

回数（計画値） 

教官１人に対

し年２回以上 
－ 

教官１人に対

し年２回以上 

教官１人に対

し年２回以上 

教官１人に対

し年２回以上 
  

  
     

教官オブザーブ

回数（実績値） 
－ 

教官１人に対し年

２回以上 

教官１人に対

し年２回以上 

教官１人に対

し年２回以上 

教官１人に対

し年２回以上 
  

  
     

達成度 
－ － １００％ １００％ １００％   

  
     

 ヒヤリハット報告件

数（計画値） 

年間３０件以

上 
－ ３０件以上 ３０件以上 ３０件以上   

   
     

ヒヤリハット報告件

数（実績値） 
－ 年間３０件以上 ３９件 ３６件 ４４件   

   
     

達成度 
－ － １３０％ １２０％ １４７％   

   
     

安全委員会実施回

数（計画値） 
毎月１回 － 毎月１回 毎月１回 毎月１回   
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安全委員会実施回

数（実績値） 
－ 毎月１回 毎月１回 毎月１回 毎月１回   

   
     

達成度 
－ － １００％ １００％ １００％   

   
     

役員及び職員への

安全教育実施回数

（計画値） 

年２回以上 － 年２回 年２回 年２回   

   

      

役員及び職員への

安全教育実施回数

（実績値） 

－ 年２回以上 年２回 年２回 年２回   

   

     

達成度 
－ － １００％ １００％ １００％   

   
     

役員又は管理職員から

職員への安全教育実施

回数（計画値） 

年２回以上 － 年２回 年２回 年２回   

   

     

役員又は管理職員から

職員への安全教育実施

回数（実績値） 

－ 年２回以上 年２回 年２回 年２回   

   

     

達成度 
－ － １００％ １００％ １００％   

   
     

内部安全監査の実施

回数（計画値） 
年１回 － 年１回 年１回 年１回   

   
     

内部安全監査の実施

回数（実績値） 
－ 年１回 年１回 年１回 年１回   

   
     

 達成度 
－ － １００％ １００％ １００％   

   
     

安全総点検実施回

数（計画値） 
年２回 － 年２回 年２回 年２回   

  
     

安全総点検実施回

数（実績値） 
－ 年２回 年２回 年２回 年２回   

  
     

達成度 
－ － １００％ １００％ １００％   

  
     

航空思想の普

及・啓発のため

の行事実施回数

（計画値） 

年間１６回程

度 

- 年間１６回程

度 

年間１６回程

度 

年間１６回程

度 

    

     

航空思想の普

及・啓発のため

の行事実施回数

（実績値） 

- 年間１６回程度 ２１回 ２７回 ３１回     

     

達成度 - - １３１％ １６８％ １９３％     
     

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

      航空機操縦士養成事業の評

定：B 

入学者数について、令和４年

度は１０７名と定員を下回って

いたところ、令和５年度は早

期に入学手続きを行ったこと

により、定員通り１０８名を確

保したほか、教育の質の向上

を図るべく年度計画で定めた

事項を全て実施した。 

また、安全運航の確保を業務

運営上の最重要課題として位

置付け、年度計画に従って航

空安全に係る教育等の充実

を図ってきた。 

また、裾野拡大のため、航空

教室等の開催や、SNS を活

用した情報発信に積極的に

取り組んだ。 

これらを踏まえ、B と評価す

る。 

「航空機操縦士養成事業」の評定：B 

 

【細分化した項目の算術平均】 

（（A4点×1項目）＋（B3 点×4項目×2）＋（B3点×5項目）＋（C2点×1項

目））÷（1項目＋8項目＋5項目＋1項目）＝3.0 

⇒算術平均に最も近い評定は B 評定である。 

 

※算定にあたっては評定ごとの点数を、S 評定：5 点、A 評定：4 点、B 評定：3 点、C 評

定：2 点、D 評定：1 点とする。重要度・困難度の高い項目については加重を 2 倍としてい

る。 
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① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期

間最終年度値

等） 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

  令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

 養成人数 

（計画値） 
１０８名 － １０８名 １０８名 １０８名   

 
予算額（千円） 3,983,162 4,171,205 4,996,332   

養成人数 

（実績値） 
－ １０８名 １０８名 １０７名 １０８名   

 
決算額（千円） 3,959,264 4,345,011 4,400,831   

達成度 － － １００％ ９９．１％ １００％    経常費用（千円） 4,031,270 4,443,985 4,445,669   

学生の資格

取得率 

（計画値） 

９１％以上 － ９１％以上 ９１％以上 ９１％以上   

 
経常利益（千円） 

※経常損失はマイナス（△）表示 
△59,285 △443,840 △86,275   

学生の資格

取得率 

（実績値） 

－ － ９６．１％ ９０．４％ ９４．３％   

 

行政コスト（千円） 4,091,469 4,502,311 4,503,783   

達成度 － － １００％ ９９．３％ １００％   
 

従事人員数（人） 125 125 125   

航空会社等

への就職率 

（計画値） 

９６％以上 － － － － － － 

 

      

航空会社等

への就職率 

（実績値） 

－ － － － － － － 

       

達成度 － － － － － － －        

航空会社に

対するアン

ケート 

（計画値） 

８０％以上 － ８０％以上 ８０％以上 ８０％以上   

       

航空会社に

対するアン

ケート 

（実績値） 

－ － ９３．３％ ９１．７％ ９１．７％   

       

達成度 － － １１６．６％ １１４．６％ １１４．６％          

航空会社と

の意見交換

回数（計画

値） 

年 1 回以上 － 年 1 回以上 年 1 回以上 年 1 回以上   

       

航空会社と

の意見交換

回数（実績

値） 

－ － 年 1 回以上 年 1 回以上 年 1 回以上   

       

達成度 － － １００％ １００％ １００％          

操縦教官へ

の技能審査 

（計画値） 

年 1 回 － 年 1 回 年 1 回 年 1 回   
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操縦教官へ

の技能審査 

（実績値） 

－ － 年 1 回 年 1 回 年 1 回   

       

達成率 － － １００％ １００％ １００％   

       

      「(１)教育の質の向上」の評定：B 

【細分化した項目の算術平均】 

（B3点×4項目×2）÷8項目＝3.0 

⇒算術平均に最も近い評定はB評定である。 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  独立行政法人航空大

学校法（平成 11 年法

律第 215 号）に基づ

き、航空機の操縦に関

する学科及び技能を

教授し、航空機の操縦

に従事する者を養成

する業務等を実施す

る。我が国航空会社

の基幹的要員となる

質の高い操縦士を安

定的に輩出するため、

年間 108 名を入学定

員として養成等を実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）教育の質の向上 

基幹的要員となる質

の高い操縦士の養成

を行うという観点から、

以下の施策を実施す

ることにより教育の質

の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

独立行政法人航空大

学校法（平成 11 年法

律第 215 号）に基づ

き、航空機の操縦に関

する学科及び技能を教

授し、航空機の操縦に

従事する者（以下「操

縦士」という。）を養成

する業務等を実施す

る。また、我が国航空

会社の機長や訓練・査

察を行う指導的操縦士

など、基幹的要員とな

る質の高い操縦士を安

定的に輩出するため、

大学校の人材、訓練機

材及び教育施設等を

効率的に活用すること

により、年間 108 名を

入学定員として養成等

を実施する。 

 

（１）教育の質の向上 

基幹的要員となる質の

高い操縦士の養成を

行うため、以下の事項

を行う。また、本項に関

連する指標及び達成

水準として、操縦士に

必要な事業用操縦士

（陸上多発）及び計器

飛行証明の学生の資

格取得率を各年度とも

９１％以上、中期目標

期間における資格取得

独立行政法人航空大

学校法（平成 11 年法

律第 215 号）に基づ

き、航空機の操縦に関

する学科及び技能を教

授し、航空機の操縦に

従事する者（以下「操

縦士」という。）を養成

する業務等を実施す

る。また、我が国航空

会社の機長や訓練・査

察を行う指導的操縦士

など、基幹的要員とな

る質の高い操縦士を安

定的に輩出するため、

大学校の人材、訓練機

材及び教育施設等を

効率的に活用すること

により、年間 108 名を

入学定員として養成等

を実施する。 

 

（１）教育の質の向上 

基幹的要員となる質の

高い操縦士の養成を

行うため、以下の事項

を行う。また、操縦士に

必要な事業用操縦士

（陸上多発）及び計器

飛行証明の学生の資

格取得率を９１％以上

とするとともに、過去５

年以内に卒業生を採

用した航空会社に対す

るアンケートで８０％以

＜主な定量的指

標＞ 

 

年間の学生の養

成人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業用操縦士

（陸上多発）及び

計器飛行証明の

学生の資格取得

率を各年度とも

９１％以上とす

る。 

 

過去５年以内に

卒業生を採用し

た航空会社に対

するアンケートで

８０％以上の肯

大学校の人材、訓練機材及

び教育施設等を効率的に活

用することにより、学生の養

成等を実施した。入学者数

について、令和４年度は１０

７名と定員を下回っていたと

ころ、令和５年度は早期に

入学手続きを行ったことに

より、定員通り１０８名を確

保した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基幹的要員となる質の高い

操縦士の養成を行うため、

以下の事項を行った。 

また、操縦士に必要な事業

用操縦士（陸上多発）及び

計器飛行証明の資格取得

率は、令和５年度において９

４．３％（但し、疾病等による

休学を原因とした回期落ち

在学生を除く。）であった。 

また、航空会社に対するア

ンケートで９１．７％の肯定

的な評価を得た。 

評定：B 

入学者数について、令和４年

度は１０７名と定員を下回って

いたところ、令和５年度は早

期に入学手続きを行ったこと

により、定員通り１０８名を確

保した。 

また、事業用操縦士（陸上

多発）及び計器飛行証明の学

生の資格取得率は、目標値９

１％に対して９４．３％であり、

目標を達成することができ

た。 

その他教育の質の向上を

図るべく年度計画で定めた事

項は全て実施しており、特に

各航空会社と個別に意見交

換によりエアラインパイロット

に求められる知識・技能等を

把握するとともに、航空機の

運航に関する基礎的研究等

の調査・研究を精力的に実施

した。 

これらを踏まえ、Ｂと評価す

る。 

 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「B」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜外部有識者の見解＞ 

・評定に異論はない。 
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①学生への教育の質

の向上 

 

 

イ航空会社と業務運

営等に関して定期的

に意見交換や情報交

換を行い、エアライン

パイロットに要求され

る知識・技能等を的確

に把握し、教育内容、 

教育体制の充実を図

るとともに、より多くの

学生が操縦士として就

職できるよう就職支援

にも活用する。また、

操縦士養成に係る教

育技法及び評価法に

関する調査・研究、国

内の諸施設の実態調

査並びに国際基準の

調査・研究等を実施

し、その成果を教育・

訓練に反映させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

者の航空会社等への

就職率を中期目標期

間の最終年度末時点

において９６％以上と

する。さらに、過去５年

以内に卒業生を採用し

た航空会社に対するア

ンケートについて、各

年度とも８０％以上の

肯定的な評価を得る。 

 

① 学生への教育の質

の向上 

 

 

イ航空会社と業務運営

等に関して定期的に意

見交換や情報交換を

行い、エアラインパイロ

ットに要求される知識・

技能等を的確に把握

し、教育内容、教育体

制の充実を図るととも

に、より多くの学生が

操縦士として就職でき 

るよう就職支援にも活

用する。また、操縦士

養成に係る教育技法

及び評価法に関する調

査・研究、国内の諸施

設の実態調査並びに

国際基準の調査・研究

等を実施し、その成果

を教育・訓練に反映さ

せる。 

 

ａ 航空機の運航に関

する基礎的研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上の肯定的な評価を得

るべく教育の質の向上

を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 学生への教育の質

の向上 

 

 

イ航空会社と操縦士養

成等に関する意見交

換・情報交換を行い、

エアラインパイロットに

求められる知識・技能

等を把握した上で、教

育内容及び教育体制

等の充実を図り、多く

の学生が操縦士として

就職出来るよう情報を

活用する。 

また以下の調査・研究

を計画的に実施し、そ

の成果を教育・訓練に

反映させる。 

 

 

 

 

 

 

ａ 航空機の運航に関

する基礎的研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定的な評価を得

る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

航空会社と操縦

士養成等に関す

る意見交換・情

報交換をした回

数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 学生への教育の質の向

上を図るため以下の事項を

行った。 

 

イ エアラインパイロットに求

められる知識・技能等を把

握するため、テレビ会議を

活用し、航空会社１２社と個

別に意見交換を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ 操縦訓練に定量的なデ

ータ評価を導入するため、

データ取得方法選定 のた

めの飛行試験を行い、MEM

S 技術を活用した航空大学

校独自の方法で、所要の飛

行データを取得できることを

確認した。データの活用法

については研究を継続して

いる。また、航空局による

「小型航空機用 FDM 導入

ガイドライン」（令和５年８
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ロ 学科教育について

は、教育内容の充実

等により、学内成績や

国家試験合格率の維

 

 

 

ｂ 学科教育及び操縦

教育 

における標準的な教育

内容・手法及びその評

価法に関する調査・研

究 

 

（ⅰ）新型アビオニクス

を用いた効果的かつ効

率的な操縦基礎教育

のあり方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ）多発・計器飛行課

程における教育法及び

訓練シラバスの効果的

かつ効率的なあり方 

 

 

 

 

 

（ⅲ）新たな技術の訓

練利用可能性に関する

調査・研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 学科教育について

は、教育内容の充実等

により、学内成績や国

家試験合格率の維持・

 

 

 

ｂ 学科教育及び操縦

教育における標準的な

教育内容・手法及びそ

の評価法に関する調

査・研究 

 

 

（ⅰ）新型アビオニクス

を用いた効果的かつ効

率的な操縦基礎教育

のあり方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ）多発・計器飛行課

程における教育法及び

訓練シラバスの効果的

かつ効率的なあり方 

 

 

 

 

 

（ⅲ）ＶＲ、ＡＩ等の新た

な技術の訓練利用可

能性に関する調査・研

究 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 学科教育について

は、教材の見直しを行

う等の教育内容の充実

等により、学内成績や

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月）の策定に携わった。 

 

 

ｂ 学科教育及び操縦教育

における標準的な教育内

容・手法及びその評価法に

関して、以下の調査・研究を

実施した。 

 

 

（ⅰ）新型アビオニクスを用

いた訓練の効果的かつ効

率的な操縦教育を行うた

め、JAXA との共同研究に

より訓練のレビューに資す

る、機体データ及びビデオ

映像を用いた航跡等の可視

化システムを開発した。主

に学生訓練へのフィードバ

ックなど、具体的な活用方

法を今後検討する。 

 

 

（ⅱ）シラバスに変更に伴う

評価・検証を引き続き行う。 

また、一部の学科教材につ

いて学科教育の標準化やリ

モート授業の実現のため、

教材の CBT 化（自動化）を

継続中 

 

 

（ⅲ）学生向け VR 動画教材

は全天球 360 度カメラ利用

し教材の制作準備を進め

た。フライト訓練シミュレータ

としてのハイエンド xR 装置

については情報収集を続け

た。また、ＡＩのシステムを活

用し、ブリーフィング実習に

利用するための気象データ

の作成を行っている。 

 

 

ロ 実運航に則した内容の

充実のため「航空気象」、

「航空交通管制」他テキスト

の内容の充実を図った。そ
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持・向上を図る。 

 

 

 

ハ 操縦教育につい

て、操縦技量の一層

の底上げを図るため、

これまでの検証結果を

踏まえて、操縦演習に

おける追加教育制度

の更なる充実を図る。 

向上を図る。 

 

 

 

ハ 操縦教育について

は、追加教育の効果的

かつ効率的な実施方

法等について、これま

での検証結果を踏まえ

て更なる充実を図り、

教育に反映する。 

国家試験合格率の維

持・向上を図る。 

 

 

ハ 操縦教育について

は、追加教育の効果的

かつ効率的な実施方

法等について、これま

での検証結果を踏まえ

て更なる充実を図り、

教育に反映する。 

の結果、学内成績について

は維持が図られた。 

 

 

ハ 学生の訓練進度に応

じ、効果的なタイミングを図

りながら必要な追加教育を

適宜実施した。統計分析な

どによる意識改革と教育の

効率化、緻密な進捗管理な

どが奏功し、多発・計器課

程の追加教育削減を実現し

た。 

 

 

また、追加教育時間の上

限及び帯広分校におけるシ

ーラス式 SR22 型機の通常

着陸手順の見直しを図り、

追加教育時間、初度科目進

度審査不合格者数を減少さ

せた。 

 

 ② 資質の高い学生の

確保 

 

 

イ より資質の高い学

生を確保するため、効

果的かつ効率的な広

報活動に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 入学試験制度につ

いては、入学後の成

績や航空会社との情

報交換等も踏まえて

② 資質の高い学生の

確保 

 

 

イ より資質の高い学

生を確保するため、募

集にあたってはポスタ

ーや雑誌等による広

報、インターネット等の

媒体の有効活用によ

り、効果的かつ効率的

な広報活動に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 航空会社等と情報

交換しつつ、入学後の

成績、現行の入学試験

（学力試験、適性試験

等）の内容及び実施方

② 資質の高い学生を

確保するため以下の事

項を行う。 

 

イ ポスター、パンフレ

ット等による広報手法

に加え、受験説明会の

開催やインターネット等

の媒体を活用した広報

活動を展開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 航空会社等と情報

交換及び入学試験と入

学後の成績比較等の

分析を行い、入学試験

（学力試験、適性試験

 ②資質の高い学生を確保す

るため以下の事項を行っ

た。 

 

イ 資質の高い学生を確保

するため、引き続き学生募

集のポスターや学校案内の

パンフレットを作成、雑誌に

航空大学校の紹介を掲載

するなどの広報を実施する

とともに、Facebook を活用

し、入学試験を広報した。 

 また、航空業界を志望す

る学生を対象とした学校紹

介イベントへの出展、航空

大学校の受験を考えている

学生を対象とした学校見学

会を実施した。 

 

 

ロ  外部試験（TOEIC 等）

の成績を出願資格として導

入できないか検討を行っ

た。また、入試時に操縦適

評定：B 

資質の高い学生を確保する

ための取り組みとして、雑誌

や Facebook 等を通じた広報

活動を積極的に実施した。 

さらに、学校紹介イベントへの

出展や学校見学会の開催な

どにより対面で広報活動も積

極的に実施したことから、B と

評価する。 

 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「B」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜外部有識者の見解＞ 

・評定に異論はない。 
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継続的に検証・評価を

行う。 

 

 

法等について継続的に

評価を行い、その結果

を入学試験制度に反

映する。 

等）の内容及び実施方

法等について継続的に

評価し、入学試験制度

に反映を検討する。 

性検査を実施しなかった第

68 回生について、宮崎学科 

 課程修了後に入学試験時

と同じ内容にて操縦適正検

査を実科にて実施し、その

相関を分析した。 

   

 ③ 訓練環境の維持・

向上 

安定的な訓練実施

のため、訓練環境の

維持・向上を図る。 

特に、天候や機材

不具合等に影響され

る飛行訓練を計画的

に実施するため、既存

の訓練環境に応じた

教育内容の最適化を

図りつつ、必要な訓練

環境の整備を図る。ま

た、整備委託先と適切

な意思の疎通及び整

備情報の共有により

十分な機材不具合対

応を実施する。 

加えて、感染症の

拡大により、対面授業

や課程間の学生の移

動が中断し、授業が停

滞したことを考慮し、

継続的な教育の実施

体制を確保するととも

に、効率的で効果的な

教育により学生の訓

練効果を高めるため、

学科教育及び操縦教

育における ICT の活

用、書類の電子化等

を推進する。 

③ 訓練環境の維持・

向上 

安定的な訓練実施

のため、訓練環境の維

持向上を図る。 

特に、天候や機材不

具合等に影響される飛

行訓練を計画的に実

施するため、既存の訓

練環境に応じた教育内

容の最適化を図りつ

つ、必要な訓練環境の

整備を図る。また、各

校の整備委託先との

連絡会議を毎月１回実

施し、整備委託先との

適切な意思の疎通及

び整備情報の共有を

行い、十分な機材不具

合対応を実施する。 

加えて、感染症の拡

大により、対面授業や

課程間の学生の移動

が中断し、授業が停滞

したことを考慮し、継続

的な教育の実施体制を

確保するとともに、効率

的で効果的な教育によ

り学生の訓練効果を高

める訓練内容の向上

に向けて、学科教育及

び操縦教育における

ICT の活用、書類の電

子化等を推進する。 

 

③安定的な訓練実施

のため、訓練環境の維

持向上を図る。 

特に、天候や機材不

具合等に影響される飛

行訓練を計画的に実

施するため、既存の訓

練環境に応じた教育内

容の最適化を図りつ

つ、必要な訓練環境の

整備を図る。また、各

校の整備委託先との連

絡会議を毎月１回実施

し、整備委託先との適

切な意思の疎通及び

整備情報の共有を行

い、十分な機材不具合

対応を実施する。 

加えて、感染症の拡大

により、対面授業や課

程間の学生の移動が

中断し、授業が停滞し

たことを考慮し、継続的

な教育の実施体制を確

保するとともに、効率的

で効果的な教育により

学生の訓練効果を高

める訓練内容の向上

に向けて、学科教育及

び操縦教育における

ICT の活用、書類の電

子化等を推進する。 

 ③訓練環境の維持向上を

図るため、以下の取り組み

を行った。 

・令和４年度に引き続き遠

隔教育を実施した。 

・帯広分校における天候不

順による飛行訓練の遅延を

改善するため、帯広分校で

行う飛行訓練のうち 20 時間

分を宮崎本校で行う取り組

みを実施した。 

・単発課程で実施する科目

について、飛行訓練装置

（FTD）により幅広く演習させ

ることで、操作手順の定着

や操縦技術の向上を図っ

た。67 回生Ⅰ期からⅢ期ま

で評価運用を行い 67 回生

Ⅳ期より本運用を開始し

た。今後も訓練効果を継続

的に検証しつつ、訓練内容

や時間配分について適宜見

直しを行う。 

・仙台フライト課程において

も、シラバスを改正し、FTD

の活用を拡大した。 

・仙台分校において EFB を

導入し、操縦教育における

ICT の活用を推進した。 

・整備委託先との毎月の連

絡会議を着実に実施し、整

備情報の共有を図った。 

 

 

評定：B 

遠隔教育の実施や飛行訓練

装置の活用拡大等により訓

練環境の維持・向上に努めて

いることから、B と評価する。 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「B」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜外部有識者の見解＞ 

・訓練遅延解消に向けて様々な努力していると理解した。 

・今後も自然災害が起こる可能性もあることから、なるべく早く訓練遅延を解 

消していただきたい。 

・評定に異論はない。 

 ④教官の質の確保 

教育の質の向上や

平準化を図るため、

操縦士養成における

教官の教育技法等

の向上及び標準化

④教官の質の確保  

教育の質の向上や

平準化を図るため、指

導方法等に関する教官

間の意見交換等を実

施し、操縦士養成にお

④教官の質の確保 

 教育の質の向上や平

準化を図るため、以下

の取組を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

④教育の質の向上や平準

化を図るため、以下の取組

を行った。 

 

 

評定：B 

教育の質の向上や平準化を

図るため、教官会議での意見

交換や定期技能審査、教官

相互の教育訓練オブザーブ

による教官の教育技法等の

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「B」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜外部有識者の見解＞ 

・評定に異論はない。 
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に向けた取り組みを

充実させる。 

ける教官の教育技法

等の向上及び標準化

に向けた取組を充実さ

せる。また、教育従事

者に対して定期的に教

育技法等の向上のた

めの研修を実施すると

ともに、操縦教官につ

いては技能審査を毎年

１回実施する。 

イ 指導方法等に関す

る教官間の意見交換

等を実施し、教官の教

育技法等の向上及び

標準化に向けて取り組

む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 定期的に教育技法

等の向上のための研

修を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 技能審査を毎年１

回実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指

標＞ 

技能審査の実施

回数 

イ 教官の教育技法等の向

上及び標準化に向けて、毎

月開催する教官会議におい

て指導方法等に関する教官

間の意見交換等を実施し

た。 

また、教官の教育技法等の

向上及び標準化に資する教

官相互の教育訓練オブザー

ブを実施した。 

航空自衛隊小月基地と教育

に関する意見交換を実施し

た（宮崎）。 

 

ロ アンガーマネジメントに

関する研修を実施した。 

加えて、JAPA が主催す

る小型航空機セーフティセミ

ナー、航空会社の講師によ

る CRM 教官研修、航空局

が主催する安全運航セミナ

ーや航空安全講習会、エア

ライン運航や教育手法の研

修等に参加した。 

 

 

ハ 操縦教官に対し、年１回

の定期審査（実機）及び緊

急操作技量確認（FTD）を実

施した。 

向上及び標準化に向けた教

育方法の討議を実施した。 

これらを踏まえ、B と評価す

る。 
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 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標

期間最終年

度値等） 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

  令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

 航空事故・重大インシデント

（計画値） 
０件 － ０件 ０件 ０件   

 
予算額（千円） 3,983,162 4,171,205    

航空事故・重大インシデント

（実績値） 
－ ０件 ０件 ０件 1 件   

 
決算額（千円） 3,959,264 4,345,011    

イレギュラー運航件数

（計画値） 

10,000 時間あた

り 4.28 件以下 

10,000 時間あた

り 4.78 件以下 

4.28 件以

下 

4.28 件以

下 

4.28 件以

下 
  

 
経常費用（千円） 4,031,270 4,443,985    

イレギュラー運航件数

（実績値） 
－ 

10,000 時間あた

り 4.78 件以下 
6.47 件 2.41 件 2.03 件   

 経常利益（千円） 

※経常損失はマイナス（△）表示 
△59,285 △443,840    

達成度 － － ６６％ １７７．６％ ２１０．８％    行政コスト（千円） 4,091,469 4,502,311    

安全教育受講回数

（計画値） 
年２回以上 － 年２回以上 年２回以上 年２回以上   

 
従事人員数（人） 125 125    

安全教育受講回数

（実績値） 
－ 年２回以上 年２回 年２回 年２回   

 
      

達成度   １００％ １００％ １００％          

教官オブザーブ回数

（計画値） 
教官１人に対し

年２回以上 
－ 

教官１人に

対し年２回

以上 

教官１人に

対し年２回

以上 

教官１人に

対し年２回

以上 

  

       

教官オブザーブ回数

（実績値） － 
教官１人に対し

年２回以上 

教官１人に

対し年２回

以上 

教官１人に

対し年２回

以上 

教官１人に

対し年２回

以上 

  

       

達成度 － － １００％ １００％ １００％          

ヒヤリハット報告件数

（計画値） 
年間３０件以上 － ３０件以上 ３０件以上 ３０件以上   

       

ヒヤリハット報告件数

（実績値） 
－ 年間３０件以上 ３９件 ３６件 ４４件   

       

達成度 － － １３０％ １２０％ １４７％          

安全委員会実施回数

（計画値） 
毎月１回 － 毎月１回 毎月１回 毎月１回   

       

安全委員会実施回数

（実績値） 
－ 毎月１回 毎月１回 毎月１回 毎月１回   

       

達成度 － － １００％ １００％ １００％          

役員及び職員への安全

教育実施回数（計画値） 
年２回以上 － 年２回 年２回 年２回   

       

役員及び職員への安全

教育実施回数（実績値） 
－ 年２回以上 年２回 年２回 年２回   

       

達成度 － － １００％ １００％ １００％          

役員又は管理職員から職員へ

の安全教育実施回数（計画値） 
年２回以上 － 年２回 年２回 年２回   

       

役員又は管理職員から職員へ

の安全教育実施回数（実績値） 
－ 年２回以上 年２回 年２回 年２回   

       

達成度 － － １００％ １００％ １００％          
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内部安全監査の実施回数

（計画値） 
年１回 － 年１回 年１回 年１回   

       

内部安全監査の実施回数

（実績値） 
－ 年１回 年１回 年１回 年１回   

       

達成度 － － １００％ １００％ １００％          

安全総点検実施回数

（計画値） 
年２回 － 年２回 年２回 年２回   

       

安全総点検実施回数

（実績値） 
－ 年２回 年２回 年２回 年２回   

       

達成度 － － １００％ １００％ １００％          

      「(２)航空安全に係る教育等の充実」の評定：B 

【細分化した項目の算術平均】 

（（B3点×4項目）＋（C2点×1項目））÷5項目＝2.8 

⇒算術平均に最も近い評定はB評定である。 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 航空事故・重大イン

シデントの発生を未

然に防止すること

は、航空安全行政の

重要な課題であり、

理事長のリーダーシ

ップの下、航空事故・

重大インシデント０件

を目標に、大学校に

おいて以下の事項を

行うとともに、これま

での安全対策の見

直しによる効果や課

題を総括した上で安

全管理に係る体制の

不断の見直しを行う

等により、安全管理

体制の強化に向けた

取組を定着させ、安

全運航の確保を図

る。 

 

 

① 航空安全プログ

ラム（ＳＳＰ）に基づ

き、次に掲げる取組

を実施する。 

 

 

 

 

 

安全運航の確保を業務

運営上の最重要課題と

して位置付け、理事長の

リーダーシップの下、航

空事故・重大インシデン

ト０件を達成するため

に、以下の事項を行う。

また、これまでの安全対

策の見直しによる効果

や課題を総括した上で

安全管理に係る体制の

不断の見直し等により、

安全管理体制の強化に

向けた取組を定着させ

安全運航の確保を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 航空安全プログラム

（ＳＳＰ）に基づき、次に

掲げる取組を実施するこ

とで航空事故その他の

航空の安全運航に影響

を及ぼす事態を未然に

防ぎ、もってその安全の

確保を図る。 

 

安全運航の確保を業

務運営上の最重要課

題として位置付け、理

事長のリーダーシッ 

プの下、法令・規則を

遵守し、航空事故・重

大インシデント０件を達

成するために以下の事

項を行う。またこれまで

の安全対策の見直しに

よる効果や課題を総括

し、及び安全管理に係

る体制の見直し等によ

り安全管理体制の強化

に向けた取組を定着さ

せる。 

 

 

 

 

 

 

 

① 航空安全プログラ

ム（ＳＳＰ）に基づき、次

に掲げる取組を実施す

ることで航空事故その

他の航空の安全運航

に影響を及ぼす事態を

未然に防ぎ、もってそ

の安全の確保を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全運航の確保を業務運営上

の最重要課題として位置付け、

安全意識を高めていくような安

全文化を構築するため、以下

の事項を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①航空安全プログラム（ＳＳＰ）

に基づき、次に掲げる取組を実

施することで航空事故その他

の航空の安全運航に影響を及

ぼす事態を未然に防ぎ、その

安全の確保を図った。 

 

 

 

評定：Ｃ 

安全運航の確保を業務運営

上の最重要課題として位置付

け、理事長のリーダーシップの

下、安全業務計画に基づき安全

管理体制の強化に向けた取組み

を着実に実施した。 

イレギュラー運航件数につい

ては、実績値が 2.03 件となり計

画値（4.28 件以下）を達成した。

これは第５期中期計画期間が始

まってから最も低い数値であっ

た。 

一方で、令和５年９月に釧路

空港にて訓練機の航空事故が

発生した。 

年度計画に定めた事項を着実

に取り組み、イレギュラー運航件

数が第５期中期計画期間が始ま

ってから最も低い数値であった

一方、航空事故が発生したことを

重く受け止め、Ｃと評価する。 

 

評定 C 

＜評定に至った理由＞ 

 

航空安全プログラム（SSP）に基づき設定した安全指標及び安全目標値について

は概ね達成できており、特にイレギュラー運航件数は 2.03 件と年度計画における

所期の目標を達成するだけでなく、第５期中期計画期間が始まって以来、最も低

い数値であった。 

 

一方で、航空事故が１件発生し、「航空事故・重大インシデント」の目標（目標値：０

件）を達成できなかった。 

 

 

以上により、ほとんどの項目において年度計画の所期の目標を達成しているもの

の、航空事故が１件発生してしまったことを重く受け止めるべきであることから、

「C」評定とする。 

 

航空事故が起こった要因については、事故調査委員会による調査中であるが、航

空大学校の自主的な要因分析によると、訓練機着陸の際、教官と学生の間で機

体の操縦交代時期の遅れがあったこと、及び操縦交代をするためのコール（指

示）がなかったことに起因した、不安全な姿勢からの回復の遅れによるものであっ

たこととされている。 

当該要因分析を踏まえ、航空大学校は、対策として、教官の操縦に係る状況認識

と判断能力の確認を実施、教官及び学生を対象とした安全教育の実施、航空大

学校の訓練規程の一部見直しを行った。航空大学校は、当該対策を今後も継続

的に実施し、更なる安全運航の確保を図る必要がある。 

 

 

＜外部有識者の見解＞ 

・安全指標に関する目標値について、年を重ねる毎に改善、向上させるべきもの 

であるため、中期計画期間の途中でも目標値をより良い数値に変更すべきであ 

る。 

・Just Culture を文化として根付かせるためには、現在の取り組みをしっかり継続 
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イ 大学校の安全に

関する取組目標につ

いて、次に掲げる観

点から安全指標及び

安全目標値を年度

計画において設定す

る。 

 

a．業務の特性を表し

た指標であること。 

 

 

b．測定可能な指標

であること。 

 

 

 

 

c．過去の実績、事

業計画等と照合し、

現状よりも改善（現

状が最高の安全性

を示し、現状以上の

改善ができない場合

は、維持を含む。）し

た値を目標値として

いること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 安全管理システ

ム（ＳＭＳ）のもと、大

学校の安全達成度

の測定及び監視等

により、安全の傾向

について把握・分析

を行い、安全に関す

る取組目標等の再

設定、安全最優先の

意識の徹底、組織内

イ 大学校の安全に関す

る取組目標について、次

に掲げる観点から安全

指標及び安全目標値を

年度計画において設定

するものとする。 

 

 

ａ 業務の特性を表した

指標であること。 

 

 

ｂ 測定可能な指標であ

ること。 

 

 

 

 

ｃ 過去の実績、事業計

画等と照合し、現状より

も改善（現状が最高の安 

全性を示し、現状以上の

改善ができない場合は、

維持を含む。）した 

値を目標値としているこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 理事長のリーダーシ

ップの下で現行の安全

管理システム（以下「ＳＭ

Ｓ」という。）の強化を図

り、安全目標の達成度や

安全対策の実施状況に

ついて把握・分析を行

い、必要な改善点等の

検討を行ったうえで、安

全に関する取組目標の

イ 安全指標及び安全

目標値について、以下

のとおり設定する。 

 

 

 

 

 

a 航空事故・重大イン

シデント 0 件 

 

 

b イレギュラー運航件

数 １００００飛行時間

あたり４．２８件以下 

 

 

 

c 安全教育受講回数 

役員、運航に関係する

職員及び学生それぞ

れ２回以上 

 

 

 

 

 

d 役員、教頭又は実科

首次席教官（経験者を

含む）による教官オブ

ザーブ回数 

 教官１人に対して年に

２回以上 

 

e ヒヤリハット報告件

数 年間３０件以上 

 

 

ロ 理事長のリーダー

シップの下で現行の安

全管理システム（ＳＭ

Ｓ）の強化を図り、安全

目標の達成度や安全

対策の実施状況につ

いて、総合安全推進会

議において半期毎に把

握・分析を行い、必要

な改善点等の検討を行

 

 

 

 

 

＜主な定量的指

標＞ 

 

航空事故・重大

インシデント件数 

 

 

イレギュラー運

航件数（１０，００

０飛行時間あた

り） 

 

 

安全教育受講回

数 

 

 

 

 

 

 

 

役員等による教

官オブザーブ回

数 

 

 

 

 

ヒヤリハット報告

件数 

 

 

安全委員会実施

回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 安全指標及び安全目標値

について、以下のとおりであっ

た。 

 

 

 

 

 

a 航空事故・重大インシデント

は１件（釧路空港における航空

事故）であった。 

 

b イレギュラー運航件数は総飛

行時間１９，６９９．６７時間に対

して４件発生しており、１０，００

０飛行時間あたり２．０３件であ

った。 

 

c 安全教育については７月と３

月に外部講師により各１回ずつ

年間で２回実施した。 

 

 

 

 

 

 

d 役員、教頭又は実科首次席

教官（経験者含む）による教官

オブザーブは（教官１人に対し

て）年に２．５２回実施した。 

 

 

 

e ヒヤリハット報告の啓発を図

り、年間４４件のヒヤリハット報

告があった。 

 

ロ 理事長のリーダーシップの

下で現行の安全管理システム

（ＳＭＳ）の強化を図り、安全目

標の達成度や安全対策の実施

状況について、総合安全推進

会議において半期毎に把握・分

析を行い、必要な改善点等の

検討を行ったうえで、安全に関

する取り組み目標の再設定を

行った。 

し続けることが重要である。 

・SSP の取り組み自体は十分に意味があるが、まだ不足している部分があるの 

で、安全教育等しっかり実施してほしい。 

・評定に異論はない。 
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の適切な意思の疎

通及び安全情報の

共有等、必要な安全

対策を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 大学校の安全に

関する情報の収集

体制を強化し、必要

な場合には国土交

通省等に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

再設定を行う。ＳＭＳの

一環として策定された安

全に関する基本方針に

基づき、安全業務計画を

事業年度毎に作成し実

施する。また、組織内の

適切な意思の疎通及び

安全情報の共有のた

め、各校において安全 

委員会を毎月１回実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 義務報告について引

き続き実施するととも

に、確立した自発報告制

度に基づく個人からの報

告を推奨する。また、必

要に応じて国土交通省

等に報告する。 

 

 

 

 

 

ったうえで、安全に関

する取り組み目標の再

設定を行う。 

 ＳＭＳの一環として策

定された安全に関する

基本方針に基づき、公

正な文化（ＪＵＳＴ ＣＵ

ＬＴＵＲＥ）の定着を図る

とともに安全業務計画

を作成し実施する。 

 組織内の適切な意思

の疎通及び安全情報

の共有のため、各校に

おいて学生をオブザー

バに加えた上で安全委

員会を毎月１回実施す

るとともに、各校間の

情報共有等を深めるた

め必要に応じて三校合

同の安全委員会を開

催する。 

 ７月を航大安全月間

として、ヒヤリハット報

告の教育・奨励や安全

教育など、安全のため

の取り組みを集中して

行う。 

※公正な文化（ＪＵＳＴ 

ＣＵＬＴＵＲＥ）とは、安

全に関する大切な情報

を提出することが奨励

され、許容されること・

されないことが明確に

区別されることにより構

築される。 

 

ハ 公正な文化（ＪＵＳＴ 

ＣＵＬＴＵＲＥ）の定着を

図ることにより、報告す

る文化を確立し、義務

報告について引き続き

実施するとともに、引き

続きヒヤリハット報告等

の教育・啓発を図り必

要に応じて国土交通省

等に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＭＳの一環として策定された

安全に関する基本方針に基づ

き、公正な文化（ＪＵＳＴ ＣＵＬＴ

ＵＲＥ）の定着を図るため、安全

に関する基本方針を掲示板等

に掲載し、また公正な文化（ＪＵ

ＳＴ ＣＵＬＴＵＲＥ）を含め安全に

関する基本方針カードを教職員

及び学生全員に配布した。ま

た、安全業務計画を作成し実

施した。  

組織内の適切な意思の疎通及

び安全情報の共有のため、各

校において学生をオブザーバ

に加えた上で安全委員会を毎

月１回実施した。また、各校間

の情報共有等を深めるため三

校合同の安全委員会を年間１

回開催した。 

さらに、７月を航大安全月間と

して、ヒヤリハット報告の教育・

奨励や安全教育など、安全の

ための取り組みを集中して行っ

た 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 公正な文化（ＪＵＳＴ ＣＵＬＴ

ＵＲＥ）の定着を図ることによ

り、報告する文化を確立し、義

務報告について引き続き実施

した。また、航空安全情報自発

報告制度（VOICES）の周知な

ど、ヒヤリハット報告等の教育・

啓発を進めることで自発報告制

度の確立を図った。また、必要

に応じて国土交通省等に報告

した。 
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ニ 組織全体におけ

る安全に関する統一

的な組織風土の醸

成を促進するため

に、役員及び職員に

対する安全教育を実

施するとともに、整備

委託先等についても

安全教育に関する指

導・監督を行う。ま

た、訓練機の安全運

航の確保に係る調

査・検討、その結果

について周知・徹底

等を図るための活動 

を推進する。 

 

 

ニ 組織全体の安全意識

の更なる向上を図るため

に学識経験者、航空事

故調査官等の外部講師

による役員及び職員へ

の安全教育を毎年２回

以上実施する。また、大

学校内部においても職

員への安全教育を定期

的に実施し、法令等規則

の遵守に関しても注意喚

起を行うとともに、学生

からのアサーション（注

意喚起）がしやすい雰囲

気作りのために教官を

指導する等の取組を推

進する。また、整備委託

先等に対しては安全監

査を通じて安全教育実

施の指導・監督を行う。

更に、訓練機の安全運

航の確保に係る調査・検

討を行うとともに、その

結果について周知・徹底

等を図る｡ 

 

ニ 組織全体の安全意

識の更なる向上を図る

ために学識経験者、航

空事故調査官等の外

部講師による役員及び

職員への安全教育を２

回以上実施する。ま

た、航空大学校内部に

おいても、役員又は管

理職員から職員への

安全教育を２回以上実

施し、法令等規則の遵

守に関しても注意喚起

を行うとともに、平成 

23 年の帯広事故の後

から行っている学生か

らのアサーション（注意

喚起）がしやすい雰囲

気作りについて、学生

から理事長へ直接提

出するアンケート等に

より教官に対しての個

別指導を行うなどの取

り組みを強化する。 

 整備委託先等に対し

ては安全監査等を通じ

て安全教育実施の指

導・監督を行う。 

更に、訓練機の安全運

航の確保に係る調査・

検討を行うとともに、そ

の結果について周知・

徹底等を図る｡ 

役員及び職員へ

の安全教育実施

回数 

 

役員又は管理職

員から職員への

安全教育実施回

数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二 組織全体の安全意識の更

なる向上を図るために、外部講

師としてエアラインの安全推進

部門や整備部門から講師を招

聘して役職員への安全教育を

２回実施し、全職員と学生が受

講した。また航空大学校内部に

おいても、役員又は管理職員

から職員への安全教育及び法

令等規則の遵守に関する指導

について年間２回実施したほ

か、9 月の釧路空港における訓

練機の事故、1 月の羽田空港

における日航機と海保機の衝

突事故を受け、校内管理職に

よる安全教育を２回実施した。 

平成 23 年の帯広事故の後か

ら行っている学生からのアサー

ション（注意喚起）がしやすい雰

囲気作りについては、学生から

理事長等へ直接電子メールで

提出するアンケート等を活用し

て教官に対する個別指導を行

うなどの取り組みを引き続き強

化した。 

また、整備委託先等に対しては

安全教育実施の指導・監督を

行った。更に、訓練機の安全運

航の確保に係る調査・検討を行

うとともに、その結果について

周知・徹底等を図った。 

 ② 学生に対する安

全教育の充実のた

め、安全教育を訓練

初期から実施し、遵 

法精神を含む安全

意識を定着させると

ともに、訓練機シス

テムの理解を深め、

操作手順との整合性

を図る。 

 

 

② 学生に対する安全教

育を飛行訓練に移行す

る前から実施する。過去

の事故例から航空事故

と人的要素の関わり等を

教示するなど、航空安全

についての教育を飛行

訓練開始前２０時間、飛

行訓練開始後４０時間実

施する。また、ＳＭＳを活

用して航空事故への予

防意識の定着を図るとと

もに、アンケートの内容

を充実させるなど、学生

から教育に関する意見

② 学生に対する安全

教育を飛行訓練に移

行する前から開始す

る。過去の事故例から

航空事故とＣＲＭにつ

いて教授するなど、航

空安全についての教育

を、飛行訓練開始前２

０時間、飛行訓練開始

後４０時間実施すること

とし、特に飛行訓練開

始前からのＣＲＭにつ

いての教育を充実させ

る。また、公正な文化

（ＪＵＳＴ ＣＵＬＴＵＲＥ）

 ②学生に対する安全教育を飛

行訓練に移行する前の宮崎学

科課程から実施している。過去

の事例から航空事故とＣＲＭに

ついて教授するなど、航空安全

について教育を、飛行訓練開

始前２０時間、飛行訓練開始後

４０時間実施した。特に飛行訓

練開始前からのＣＲＭについて

の教育を充実させただけでな

く、飛行訓練におけるＴＥＭの

実践の強化も図った。 

また、公正な文化（ＪＵＳＴ ＣＵ

ＬＴＵＲＥ）に基づく安全風土を

醸成することにより、安全管理

評定：B 

学生に対する安全教育を着実に

実施するとともに、公正な文化

（JUST CULTURE）の定着に努

めるための取り組みを着実に実

施している。 

これらを踏まえ、B と評価する。 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「B」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜外部有識者の見解＞ 

・評定に異論はない。 
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や要望等の収集・分析を

行い、安全教育に反映

する取組を強化する。さ

らに、現行及び更新後の

訓練機システムの理解

を促進し、操作手順との

整合性を図る。 

 

 

に基づく安全風土を醸

成することにより、安全

管理システム（ＳＭＳ）

の適切な機能を図り、

航空事故への予防意

識の定着を図るととも

に、アンケートの内容を

充実させるなど、学生

から教育に関する意見

や要望等の収集・分析

を行い、安全教育に反

映する取り組みを強化

する。また、訓練機シス

テムの理解を促進し、

操作手順との整合性を

図る。 

システム（ＳＭＳ）の適切な機能

を図り、航空事故への予防意

識の定着を図るとともに、訓練

中の積極的なアサーションの実

施について周知徹底を図り、安

全月間及び年末年始にアサー

ションに関するアンケートを実

施する等、安全教育に反映す

る取り組みを強化した。 

また、更新後の訓練機システム

の理解を促進し、操作手順との

整合性を図った。 

 ③ 実機訓練におけ

る教育の実態をより

正確に把握するとと

もに、教育の質の更

なる向上、平準化を

図るために必要な措

置を推進する。 

 

 

③ 実機訓練における教

育の実態をより正確に把

握するために実施してい

る取組の効果や課題を

検証しつつ必要に応じて

改善するとともに、担当

教官に対して教育方法

等に関するアドバイス等

を行う体制を充実させ

る。また、学生への教育

の質の更なる向上、平

準化を図るため、課程間

を含めて指導方法等に

関する教官間の意見交

換等を推進する。 

 

 

③ 実機訓練における

教育の実態をより正確

に把握するために実施

している IC レコーダ

ーの運用について効果

や課題を検証するとと

もに、役員、教頭また

は実科首次席教官（経

験者含む）による教官

オブザーブの実施等担

当教官に対する教育方

法等に関するアドバイ

ス等を行う体制を充実

させる。また、教育方

法等に関する教官間の

意見交換として教官会

議を月に１回程度実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 実機訓練におけるＩＣレコー

ダーの運用を、教育の実態の

把握や不具合発生時の状況確

認に引き続き活用した。 

さらに、役員、教頭または実科

首次席教官（経験者を含む）に

よる教育オブザーブを実施し、

担当教官に対する教育方法等

に関するアドバイス等を的確に

行う体制を充実させた。 

学生への教育の質の向上、平

準化を図るため、毎月開催する

教官会議において教育方法等

に関する意見交換等を推進す

るとともに、充実させた。 

評定：B 

IC レコーダーを不具合発生時の

状況確認等に活用するとともに、

役員、教頭または実科首次席教

官（経験者含む）による教官オブ

ザーブや教官会議における意見

交換を実施することで、教育の実

態をより正確に把握し教育の質

の更なる向上に努めた。 

これらを踏まえ、B と評価する。 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「B」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜外部有識者の見解＞ 

・評定に異論はない。 
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 ④ 訓練機の運航に

直接関係する部門

（整備委託先等を含

む）に対する定期的

な安全監査や、日常

の業務における管

理・監督等を通じて、

最適な安全管理の

実施やヒューマンエ

ラーの防止等に努

め、安全対策に万全

を期す。 

 

 

④ 総合安全推進会議

において安全監査プロ

グラムを策定し、整備委

託先等を含む訓練機の

運航に係る安全監査を

年１回実施する。また、

日常の業務における管

理・監督等を通じて、最

適な安全管理の実施や

ヒューマンエラーの防止

等に努め、安全対策に

万全を期す。 

 

④ 総合安全推進会議

において、安全監査プ

ログラムを策定し、整

備委託先等を含む訓

練機の運航に係る安

全監査を年１回実施す

るとともに、自己監査と

しての安全総点検を２

回実施する。また、日

常の業務における管

理・監督等を通じて、最

適な安全管理の実施

やヒューマンエラーの

防止等に努め、安全対

策に万全を期す。 

さらに、航空大学校全

体にかかる安全管理

体制が適切に機能して

いるか航空局による安

全監査を受検する。 

＜主な定量的指

標＞ 

 

内部安全監査の

実施回数 

 

安全総点検実施

回数 

 

④ 総合安全推進会議におい

て安全監査計画を策定し、訓練

機の運航に係る安全監査を各

校に対して１回実施し過去の事

故等に対する再発防止策の実

施状況等を確認するとともに、

自己監査としての安全総点検

を２回実施し、日常の業務にお

ける管理・監督等を通じて、最

適な安全管理の実施やヒュー

マンエラーの防止等に努め、安

全対策に万全を期した。 

また、航空大学校全体にかか

る安全管理体制が適切に機能

しているか航空局による安全監

査を計３回受検（宮崎本校１

回、帯広分校 1 回、仙台分校１

回）した。 

評定：B 

安全監査計画を策定し、各校の

取組みを確認するための内部安

全監査及び安全総点検を実施し

た。 

また航空局による安全監査を計

３回受検し、安全対策に万全を

期した。 

これらを踏まえ、B と評価する。 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「B」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜外部有識者の見解＞ 

・評定に異論はない。 

⑤ 年１回程度、組

織全体の安全管理

体制の構築・改善の

状況を振り返り、適

切かつ有効に機能し

ているか確認し、必

要に応じて見直しを

行う。 

⑤ 年１回程度、組織全

体の安全管理体制の構

築・改善の状況を振り返

り、適切かつ有効に機能

しているか確認し、必要

に応じて見直しを行う。 

⑤ 年１回、組織全体

の安全管理体制の構

築・改善の状況を振り

返り、適切かつ有効 

に機能しているか確認

し、必要に応じて見直

しを行う。 

 ⑤ 総合安全推進会議におい

て安全業務計画の実施状況、

安全レポートの提出状況等に

ついて振り返りを行い、適切か

つ有効に機能していることを確

認した。 

評定：B 

安全管理体制の構築・改善の状

況を振り返る取組を着実に実施

していることから B と評価する。 

 

 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「B」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜外部有識者の見解＞ 

・評定に異論はない。 
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 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期

間最終年度値

等） 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

  令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

 航空思想の普及・啓

発のための行事実

施回数（計画値） 

年間１６回程度 - 年間１６回

程度 

年間１６

回程度 

年間１６回

程度 

   

予算額（千円） 3,983,162 4,171,205 4,996,332   

航空思想の普及・啓

発のための行事実

施回数（実績値） 

- 年間１６回程度 ２１回 ２７回 ３１回    

決算額（千円） 3,959,264 4,345,011 4,400,831   

達成度 - - １３１％ １６８％ １９３％    経常費用（千円） 4,031,270 4,443,985 4,445,669   

         経常利益（千円） 

※経常損失はマイナス（△）表示 
△59,285 △443,840 △86,275   

         行政コスト（千円） 4,091,469 4,502,311 4,503,783   

         従事人員数（人） 125 125 125   

     「(３)私立大学等の民間操縦士養成機関への技術支援及び裾野拡大」の評定：A 

【細分化した項目の算術平均】 

（A4点×1項目＋B3点×1項目）÷2項目＝3.5 

⇒算術平均に最も近い評定はA評定である。 

 

※算定にあたっては評定ごとの点数を、S評定：5点、A評定：4点、B評定：3点、C

評定：2点、D評定：1点とする。重要度・困難度の高い項目については加重を2倍と

している。 

 

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ① 民間養成機関にお

ける学生等の技量レ

ベルの向上等に資す

るため、大学校の教育

の質の向上を図るに

あたり得られた知見や

教育・訓練内容の提

供等、引き続き技術支

援を毎年度実施すると

ともに、さらなる強化を

図る。特に、感染症の

拡大により操縦士養

成能力の維持に支障

を来している民間養成

機関に対しては、大学

校の施設等の経営資

源を活用した技術支

援を含め検討する。 

 

 

① 民間養成機関にお

ける学生等の技量レベ

ルの向上等に資するた

め、操縦士養成に係る

標準的な教材や教育・

訓練内容（シラバス）の

提供、標準的な教授方 

法に関する指導及び事

故防止対策、ＳＭＳ整

備の指導等を通じ、民

間養成機関への技術

支援を毎年度実施す

る。特に、感染症の拡

大により操縦士養成能

力の維持に支障を来し

ている民間養成機関に

対しては、訓練の受け

入れなど大学校の施

設等の経営資源を活

① 航空機操縦士の養

成における学生等の技

量レベルの向上等に資

するため、操縦士養成

に係る標準的な教材や

教育・訓練内容（シラバ

ス）の提供、標準的な

教授手法に関する指導

及び事故防止対策、安

全管理システム（ＳＭ

Ｓ）整備の指導等に加

え、航空機操縦士養成

連絡協議会における議

論を踏まえ、養成機関

との調整のうえ必要な

支援を実施する。特

に、感染症の拡大によ

り操縦士養成能力の維

持に支障を来している

民間養成機関等に対し

 ①自社養成を実施している航

空会社の訓練部門に対してシ

ーラス式単発飛行機の運用

に係る技術的指導をオンライ

ンにより実施した。 

評定：B 

民間養成機関等からの要望に応

じて意見交換を実施したことか

ら、B と評価する。 

 

 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「B」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜外部有識者の見解＞ 

・評定に異論はない。 
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用した技術支援の方策

を検討する。 

 

 

 

 

 

ては、民間養成機関等

からの要望に応じて訓

練の受け入れや訓練

オブザーブ等、大学校

の施設等の経営資源

を活用した技術支援の 

方策を検討する。 

 

 ② 大学校が実施する

操縦訓練への理解及

び将来を担う操縦士

の確保に向けた取り

組みとして、航空思想

の普及・啓発のための

行事を年１６回程度開

催し、航空の裾野拡大

に取り組む。 

② 「空の日」行事を実

施するとともに、地域の

教育委員会等との調整

を行い、校外学習の一

環として小・中・高生を

対象とした「航空教室」

や地域住民への航空

思想の普及、啓発を図

るための市民航空講座

を合計で年間１６回程

度実施する。 

② 「空の日」行事を実

施するとともに、地域の

教育委員会等との調整

を行い、校外学習の一

環として小・中・高生を

対象とした航空教室、

並びに航空思想の普

及、啓発を図るための

市民航空講座等につ

いて、年間１６回程度

実施する。 

＜主な定量的指

標＞ 

 

航空思想の普

及・啓発のため

の行事実施回数 

②令和５年度の「空の日」行事

は、宮崎本校、帯広分校、仙台

分校とも空港行事に協力し実

施した。 

また、新型コロナウィルス対策

も一段落したことから、修学旅

行や学校の施設見学を（全９

校）を実施した。 

上記修学旅行等の受入の他、

航空教室等を 31 回と前年より

多くの回数を実施した。 

 

評定：A 

航空教室及び市民航空講座の

開設は目標値 16 回及び令和４

年度実績 27 回を更に上回った。

また、テレビ、新聞、専門誌の取

材対応など、航空大学校の広

報、PR に努めた結果 HP へのア

クセス数が前年度よりさらに増加

したことから、これらを踏まえ、A

と評価する。 

評定 A 

＜評定に至った理由＞ 

航空思想の普及・啓発に向けて、航空教室、市民航空講座及び修学旅行生の受

入を行ったことから、行事実施回数が年 31 回となり、目標値（年 16 回）を大きく上

回った。また、テレビ、新聞、専門誌の取材対応等を行い、広報、PR に努めた結

果、ホームページのアクセス数が増加している。 

以上により、年度計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認めら

れることから、「A」評定とする。 

 

＜外部有識者の見解＞ 

・航空大学校の受験生を増やすという観点からも、裾野拡大に取り組む必要があ

る。 

・更なる裾野拡大のため、航空教室は小中学校だけでなく、高校でも実施を検討

してほしい。 

・女性活躍推進との観点から、女子高や女子大への普及・啓発活動も検討が必

要。現役の女性パイロットによる講演も検討してはどうか。 

・評定に異論はない。 

 

 

４．その他参考情報 

該当無し。 

業務実績等報告書様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―１ 業務改善の取組 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する政策評価・行政事業レビュ

ー 

行政事業レビュー番号 004169、005776 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

一般管理費（年度計画額）(千円)  120,904 97,204 82,185 79,719    

一般管理費（年度実績額）(千円)  120,867 97,167 198,030 231,478    

上記削減率 中期目標期間に見込ま

れる経費総額を初年度

経費に５を乗じた額の

６％程度に抑制する。 

       

達成度         

業務経費（年度計画額）(千円)  143,482 114,390 90,630 79,369    

業務経費（年度実績額）(千円)  136,714   114,305 106,226 109,261    

上記削減率 中期目標期間に見込ま

れる経費総額を初年度

経費に５を乗じた額の

２％程度に抑制する。 

       

達成度         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

      「(１)業務改善の取組」の評定：B 

【細分化した項目の算術平均】 

（B3点×8項目）÷8項目＝3.0 

⇒算術平均に最も近い評定は B 評定である。 

 

※算定にあたっては評定ごとの点数を、S 評定：5 点、A 評定：4 点、B 評定：3 点、

C 評定：2 点、D 評定：1 点とする。重要度・困難度の高い項目については加重を 2

倍としている。 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 

 

① 組織パフォーマン

スの向上 

大学校の使命と役割

を役職員ひとりひとり

に浸透させ、業務に対

するモチベーションと

使命感の向上を図る

ために取り組むととも

に、教育現場の環境

を適切にサポートする

観点から、本校及び

① 組織パフォーマン

スの向上 

大学校の使命と役割

を役職員ひとりひとり

に浸透させ、業務に

対するモチベーション

と使命感の向上を図

るため意識啓発活動

等に取り組む。また、

教育現場の環境を適

切にサポートするとと

① 組織パフォーマン

スの向上 

大学校の使命と役割

を役職員ひとりひとり

に浸透させ、業務に

対するモチベーション

と使命感の向上を図

るため中期計画や年

度計画の進捗状況を

四半期毎に職員へ確

認・共有するほか、幹

 ①年度計画及び中期計画に関

し、大学校 HP に掲載し各職員

への共有を図るとともに、年度

計画の進捗状況を四半期毎に

確認し、モチベーションと使命

感の向上に努めた。さらに、分

校へ幹部等が赴き、講話、意見

交換を４回実施した。 

また、初任者研修、安全講話、

コンプライアンス研修、ハラスメ

ント研修、情報セキュリティ研修

評定：B 

引き続き効率的な運営体制を確

保し実施していることから、B と

評価する。 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「B」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜外部有識者の見解＞ 

・評定に異論はない。 



 

25 
 

分校の業務の見直し

や必要な組織体制の

整備を図り、組織のパ

フォーマンスを最大限

に発揮する。 

もに、民間養成機関

に対する技術支援の

実施体制を確保する

ため、本校及び分校

の業務の見直しや必

要な組織体制の整備

など組織のパフォー

マンス向上を図る。 

部による講話、意見

交換等に取り組む。

また、教育現場の環 

境を適切にサポート

するとともに、民間養

成機関に対する技術

支援の実施体制を確

保するため、初任者

研修、安全講話、コン

プライアンス研修など

充実した各種学習の

機会を設けることで

組織のパフォーマン

ス向上を図る。 

といった各種学習の機会を６回

設けた。 

 ② 教育・訓練業務の

効率化 

 

 

現行の養成期間（２年

間）を維持するととも

に、効果的な学科教

育及び操縦教育を実

施するため、教育の

質を維持しつつ、継続

的に見直しを行い、訓

練の効率化及び適正

化を図る。 

 

 

② 教育・訓練業務の

効率化 

 

 

イ 学科教育において

は、現行の養成期間

を維持し、継続的な見

直しを行いつつ、引き

続き教育の適正化・

質の向上を図る。 

 

ロ 操縦教育において

は、現行の養成期間

を維持しつつ、効率的

な訓練を実施 

するため、本校・分校

間の円滑な課程移行

がなされるよう組織内

の連携強化を図る。

また、民間養成機関

に対する技術支援の

実施体制の確保に資

する教育・訓練業務

の更なる効率化につ

いて検討する。 

② 教育・訓練業務

の効率化 

 

 

イ 学科教育において

は、現行の養成期間

を維持しつつ教材の

見直しを行うなど教

育の適正化・質の向

上を図る。 

 

ロ 操縦教育におい

ては、現行の養成期

間を維持しつつ、効

率的な訓練を実施す

るため各校の担当教

官間における申し送

り等の連携を強化す

る。また、民間養成機

関に対する技術支援

の実施体制の確保に

資する教育・訓練業

務の更なる効率化に

ついて検討する。 

 ②教育・訓練業務の効率化を

図るために以下の事項を行っ

た。 

 

イ 実運航に則した内容の充実

のため「航空気象」、「航空交通

管制」他テキストの内容の充実

を図った。 

 

 

 

ロ 操縦教育においては、現行

の養成期間を維持しつつ、回期

別の申し送り票「教育記録票」

による課程間の連携強化を継

続した。 

評定：B 

教材の充実による教育の適正

化・質の向上を図るとともに、操

縦教育において効率的な課程間

の移行に資する回期別の申し送

り票による課程間の連携強化を

継続した。 

これらを踏まえ、B と評価する。 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「B」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜外部有識者の見解＞ 

・評定に異論はない。 

 ③ 調達の合理化の

推進 

「独立行政法人におけ

る調達等合理化の取

組の推進について」

（平成 27 年５月 25 

日総務大臣決定）等

を踏まえ、公正かつ透

明な調達手続による、

③ 調達の合理化の

推進 

公正かつ透明な調達

手続きによる適切で、

迅速かつ効果的な調

達を実現する観点か

ら、「独立行政法人に

おける調達等合理化

の取組の推進につい

③ 調達の合理化の

推進 

「独立行政法人にお

ける調達等合理化の

取組の推進につい

て」（平成 27 年 5 

月 25 日総務大臣決

定）に基づき策定する

「令和４年度独立行

 ③調達等合理化計画の取組の

うち、一者応札の改善を図るた

めの取り組みとして、周知方法

の改善に取り組んだ。 

具体的には、地方紙や業界

紙に公告情報を掲載することが

できないか調査を実施した結

果、無償で掲載可能な電子媒

体の業界紙を見つけることがで

評定：B 

令和５年度調達等合理化計画の 

取組みとして、一者応札の改善 

を図るための広告媒体の調査及

び検討、入札参入ガイドラインの

作成、調達に関するガバナンス

の徹底のためコンプライアンス研

修を実施する等、着実に実施し

た。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「B」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜外部有識者の見解＞ 

・評定に異論はない。 
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適切で迅速かつ効果

的な調達を実現する

観点から、毎年度策

定する「調達等合理化

計画」に基づく取組を

着実に実施する。 

また、随意契約につい

ては「独立行政法人

の随意契約に係る事

務について」（平成 26 

年 10 月１日付け総

管査第 284 号総務

省行政管理局長通

知）に基づき明確化し

た、随意契約によるこ

とができる事由によ

り、公正性・透明性を

確保しつつ合理的な

調達を実施する。 

て」（平成 27 年 5 月

25 日総務大臣決定）

に基づき毎年度策定

する「調達等合理化

計画」による取組を着

実に実施する。 

また、随意契約につ

いては「独立行政法

人の随意契約に係る

事務について」（平成

26 年 10 月 1 日付け

総管査第 284 号総務

省行政管理局長通

知）に基づき明確化し

た、随意契約によるこ

とができる事由によ

り、公正性・透明性を

確保しつつ合理的な

調達を実施する。 

政法人航空大学校調

達等合理化計画」に

よる取組を着実に実

施する。 

また、随意契約につ

いては「独立行政法

人の随意契約に係る

事務について」（平成 

26 年 10 月 1 日付

け総管査第 284 号

総務省行政管理局長

通知）に基づき明確

化した、随意契約に

よることができる事由

により、公正性・透明

性を確保しつつ合理

的な調達を実施す

る。 

 

 

きたため、令和６年度からの活

用を検討している。 

また、契約発注の見通しの公

表を年間契約以外の入札案件

についても拡大し予定履行期

間を追加する等改善を図り、新

規参入事業者の参加促進を図

る為に当校の契約制度の概要

についてわかりやすくまとめた

入札参入ガイドラインを作成し、

航空大学校ＨＰで公開した。更

に、入札説明書を配布したが入

札に参加しなかった事業者等に

アンケートを実施した。 
調達に関するガバナンスの

徹底として、不祥事の未然防止

の観点を含む、全職員を対象と

した外部講師によるコンプライ

アンス研修を実施した。また、

公正取引委員会の入札談合関

与等防止法等講習会に参加

し、配布資料を全職員へ共有し

注意喚起を行い不祥事の未然

防止に努めた。 

調達適正化のための取組と

して、会計（契約事務）に関する

監事による監査を受検し、結果

の共有を図った。 

 「独立行政法人の随意契約に

係る事務について」に基づき明

確化された事由については、会

計規程実施細則に明記し、公

正性・透明性を確保しつつ合理

的な調達を実施した。 

 

これらを踏まえ、B と評価する。 

 ④ 人件費管理の適

正化 

給与水準について

は、国家公務員の給

与水準も十分考慮し、

厳しく検証した上で、

その検証結果や取組

状況を公表する。 

④ 人件費管理の適

正化 

給与水準について

は、国家公務員の給

与水準も十分考慮

し、厳しく検証した上

で、その検証結果や

取組状況を公表す

る。 

④ 人件費管理の適

正化 

給与水準について

は、国家公務員の給

与水準も十分考慮

し、厳しく検証した上

で、その検証結果や

取組状況を公表す

る。 

 ④給与水準については、国家

公務員の給与水準も十分考慮

し、手当も含め役職員給与につ

いて検証した上で、例年公表し

ている「役職員の報酬給与等に

関する公表されるべき事項」の

令和４年度分を令和５年６月に

公表した。人事院勧告に基づく

給与法等の改正が行われた後

に必要な規程等を改正し、引き

続き国家公務員の給与水準を

十分考慮しながら、人件費管理

の適正化に努めた。 

評定：B 

給与水準について、国家公務員

の給与水準も十分考慮し、手当

も含め役職員給与について検証

した上で公表したことから、B と

評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「B」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜外部有識者の見解＞ 

・評定に異論はない。 
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 ⑤ 教育コストの分

析・評価 

適切な教育コストの

把握・抑制に資するた

め、コスト構造の明確

化を図る。 

⑤ 教育コストの分

析・評価 

教育業務及び教育

支援業務等に係る経

費の分析・評価を行

い、教育コストとそれ

以外のコストを区別・

把握することにより、

教育コストの抑制に

努める。 

⑤ 教育コストの分

析・評価 

教育業務、教育支

援業務及び付帯業務

に係る経費の分析・

評価を行い、教育コ

ストの抑制に努める。 

 

 

 

⑤教育業務、教育支援業務及

び附帯業務に係る経費区分・把

握を行い、教育業務、教育支援

業務に係る経費を令和元年度

までの経費と比較した。 

人件費（教官）については、休

日フライトを行わないこととした

ことにより、前年度より減少し

た。人件費（教官以外）につい

ては、契約職員が１名増加した

こと、国家公務員の給与引き上

げに合わせて給与が上がった

こと、社会保険の適用範囲に契

約職員が追加され、共済組合

の航大負担金額が上昇したこと

から、前年度よりも増加した。 

また、運航費については、物価

高騰により増加傾向にある。 

一般管理費については、適切

な予算管理により、令和３年度

及び令和４年度と同水準を維持

した。 

 

評定：B 

教育コストについては、教育業

務、教育支援業務に係る経費の

区分把握を行い、教育コストの抑

制に努めたことから、B と評価す

る。 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「B」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜外部有識者の見解＞ 

・評定に異論はない。 

 ⑥ 一般管理費の縮

減 

一般管理費（人件

費、公租公課等の所

要額計上を必要とす

る経費及び特殊要因

により増減する経費を

除く。）の縮減に努

め、本中期目標期間

中に 

見込まれる当該経費

総額（初年度の当該

経費相当分に５を乗じ

た額。）を６％程度抑

制する。 

⑥ 一般管理費の削

減 

業務の効率化等に

より一般管理費（人件

費、公租公課等の所

要額計上を必要とす

る経費及び特殊要因

により増減する経費を

除く。）について、本中

期目標期間中に見込

まれる当該経費総額

（初年度の当該経費

相当分に５を乗じた

額。）を６％程度抑制

する。 

⑥ 一般管理費の削

減 

一般管理費（人件

費、公租公課等の所

要額計上を必要とす

る経費及び特殊要因

により増減する経費

を除く。）については、

中期目標期間中に見

込まれる当該経費総

額（初年度の当該経

費相当分に５を乗じ

た額。）を６％程度縮

減するため、業務の

効率化等により、経

費の抑制に努める。 

一般管理費を対前

年度比３％程度抑

制 

⑥一般管理費（人件費、公租公

課等の所要額計上を必要とす

る経費及び特殊要因により増

減する経費を除く。）については

令和５年度予算内での執行に

努めた。 

経費節減の余地については、

予算執行時にヒアリングを実施

するなど当該業務の必要性に

ついて、常に確認した上で適切

かつ適正な予算執行に努め

た。 

評定：B 

一般管理費については、令和５

年度予算内での執行に努めた。 

経費節減についても、昨今の物

価高による特殊要因があった

が、ヒアリングを実施するなど年

度計画に基づく要求理由や業務

の必要性を確認した上で適切か

つ適正に予算を配賦・執行した。 

これらを踏まえ、B と評価する。 

 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

計画値を大きく上回る実績値となっているが、これは契約職員人件費の計上、職

員赴任旅費、施設の老朽化に伴う修繕作業の増加及び昨今の物価高の影響に

よる庁舎保守費用等増加によるものであり、業務上最低限必要な経費につき執

行したものであると認められる。 

また、以前まで業者へ発注していた業務を職員自ら行うなど、経費節約にも積極

的に取り組んでいる。 

以上から、自己評価書の「B」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜外部有識者の見解＞ 

・評定に異論はない。 

 ⑦ 業務経費の縮減 

業務経費（人件費、

公租公課等の所要額

計上を必要とする経

費及び特殊要因によ

り増減する経費を除

く。）の縮減に努め、

本中期目標期間中に

見込まれる当該経費

総額（初年度の当該

経費相当分に５を乗じ

⑦ 業務経費の削減 

業務の効率化等に

より業務経費（人件

費、公租公課等の所

要額計上を必要とす

る経費及び特殊要因

により増減する経費を

除く。）について、本中

期目標期間中に見込

まれる当該経費総額

（初年度の当該経費

相当分に５を乗じた

⑦ 業務経費の削減 

業務経費（人件

費、公租公課等の所

要額計上を必要とす

る経費及び特殊要因

により増減する経費

を除く。）について、中

期目標期間中に見込

まれる当該経費総額

（初年度の当該経費

相当分に５を乗じた

額。）を２％程度縮減

業務経費を対前年

度１％程度抑制 

⑦業務経費（人件費、公租公課

等の所要額計上を必要とする

経費及び特殊要因により増減

する経費を除く）については令

和５年度予算内での執行に努

めた。 

経費節減の余地については、

予算執行時にヒアリングを実施

するなど当該業務の必要性に

ついて、常に確認した上で適切

かつ適正な予算執行に努め

た。 

評定：B 

業務経費については、令和５年

度予算内での執行に努めた。 

経費節減についても、昨今の物

価高による特殊要因があった

が、ヒアリングを実施するなど、

年度計画に基づく要求理由や業

務の必要性を確認した上で適切

かつ適正に予算を配賦・執行し

た。 

これらを踏まえ、B と評価する。 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

計画値を大きく上回る実績値となっているが、これは安全教育等の講師謝金の増

加、及び昨今の物価高の影響による役務費、試験会場借上料の上昇によるもの

であり、業務上最低限必要な経費につき執行したものであると認められる。 

また、以前まで業者へ発注していた業務を職員自ら行うなど、経費節約にも積極

的に取り組んでいる。 

以上から、自己評価書の「B」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜外部有識者の見解＞ 

・評定に異論はない。 
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た額。）を２％程度抑

制する。 

額。）を２％程度抑制

する。 

するため、業務の効

率化等により、経費

の抑制に努める。 

 ⑧ 情報システムの整

備・管理 大学校の情

報システムの整備及

び管理については、デ

ジタル庁が策定した

「情報システムの整備

及び管理の基本的な

方針」（令和 3 年 12

月 24 日デジタル大臣

決定）に則り、情報シ

ステム の適切な整備

及び管理を行うととも

に、情報シ ステムの

整備及び管理を行う 

PJMO を支援するた

め、PMO の設置等の

体制整備を行うこと。 

⑧ 情報システムの整

備・管理 大学校の情

報システムの整備及

び管理については、

デジタル庁が策定し

た「情報システムの 

整備及び管理の基本

的な方針」（令和 3 年

12 月 24 日デジタル

大臣決定）に則り、情

報システム の適切な

整備及び管理を行う

とともに、情報システ

ムの整備及び管理を

行う PJMO を支援す

る ため、PMO の設

置等の体制整備を行

う。 

⑧ 情報システムの

整備・管理大学校の

情報システムの整備

及び管理について

は、デジタル庁が策

定した「情報システム

の 整備及び管理の

基本的な方針」（令和 

3 年 12 月 24 日デジ

タル大臣決定）に則

り、情報システムの適

切な整備及び管理を

行うとともに、情報シ 

ステムの整備及び管

理を行う PJMO を支

援するため、PMO の

設置等の体制整備を

行う。 

 ⑧大学校の情報システムの整

備及び管理については、デジタ

ル庁が策定した「情報システム

の 整備及び管理の基本的な

方針」（令和 3 年 12 月 24 日デ

ジタル大臣決定）に則り、情報

システムの適切な整備及び管

理を行うとともに、情報システム

の整備及び管理を行う PJMO

を支援するため、PMO の設置

等の体制整備を行った。 

評定：B 

政府方針に則り情報システムの

適切な整備及び管理を行うととも

に、情報システムの整備及び管

理を行う PJMO を支援するた

め、PMO の設置等の体制整備を

行った。 

これらを踏まえ、B と評価する。 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「B」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜外部有識者の見解＞ 

・評定に異論はない。 

 

４．その他参考情報 

該当無し。 
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業務実績等報告書様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―２ 業務の電子化 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する政策評価・行政事業レビュ

ー 

行政事業レビュー番号 004169、005776 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 業務運営の簡素化及

び効率化を図るため、

ＩＣＴの活用等により、

業務の電子化及びシ

ステム等の最適化を

推進するとともに、テ

レワーク等の新たな

勤務形態の実現等に

資する仕組みの構築

を図ることで、職員の

ワーク・ライフ・バラン

ス推進と、業務の継続

性の確保、生産性の

向上を図る。 

業務運営の簡素化

及び効率化を図る

ため、ＩＣＴの活用等

により、業務の電子

化及びシステム等

の最適化を推進す

るとともに、テレワ

ーク等の新たな勤

務形態の実現等に

資する仕組みの構

築を図ることで、職

員のワーク・ライフ・

バランス推進と、業

務の継続性の確

保、生産性の向上

を図る。 

業務運営の簡素化

及び効率化を図る

ため、ＩＣＴの活用等

により、業務の電子

化及びシステム等

の最適化を推進す

るとともに、テレワ

ーク等の新たな勤

務形態の実現等に 

資する仕組みの構

築を図ることで、職

員のワーク・ライフ・

バランス推進と、業

務の継続性の確

保、生産性の向上

を図る。 

 大学校イントラネットに最新の

規程類を掲載し、業務の効率

化に資している。また、テレワー

ク環境の整備や決裁文書、届

出の電子化（押印省略）により

業務運営の効率化を図った。 

さらに、航大ホームページによ

る各種情報公開及び外部から

の意見・質問の聴取を行うとと

もに、従来から活用していた

facebook だけでなく X（旧

Twitter）や Instagram を活用

し、学校の活動を広くアピール

することで広報業務の一層の

効率化を図った。 

評定：B 

従来から取り組んでいるイントラ

ネットの活用だけでなく、SNS の

活用拡大、テレワーク環境の整

備、決裁の電子化・押印省略、タ

ブレット端末の導入等効率化に

資する一層の取り組みを行った

ため B と評価する。 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「B」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜外部有識者の見解＞ 

・評定に異論はない。 

 

４．その他参考情報 

該当無し。 
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業務実績等報告書様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３―１ 予算・収支計画及び資金計画 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する政策評価・行政事業レビュ

ー 

行政事業レビュー番号 004169、005776 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 （１）中期計画に向けた

予算の策定 

運営費交付金を充当し

て行う事業については、

本中期目標に定めた事

項に沿った中期計画の

予算を作成し、当該予算

による運営を行う。 

（１）予算、収支計画

及び資金計画 

別紙のとおり 

（１）予算、収支計画

及び資金計画 

令和４年度の予算、

収支計画及び資金

計画は、別紙のとお

り 

 （１）予算、収支計画及び資金

計画 

別紙１，２，３のとおり。 

 

評定：B 

本中期目標に定めた事項に沿っ

た中期計画予算及び令和５年度

計画に基づき、適切に予算を執

行したことから、B と評価する。 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「B」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜外部有識者の見解＞ 

・評定に異論はない。 

 

４．その他参考情報 

該当無し。 

  



 

31 
 

業務実績等報告書様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３―２ 自己収入の確保 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する政策評価・行政事業レビュ

ー 

行政事業レビュー番号 004169、005776 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 （２）自己収入の確保 

 

 

「独立行政法人改革

等に関する基本的な

方針」（平成 25 年 

12 月閣議決定）、小

委員会とりまとめ、平

成 30 年度以降の学

生数の増加を踏まえ

つつ、適正な受益者

負担の水準を確保す

るため、航空会社及

び学生が負担する割

合については、直接

訓練経費の 55％とす

る。なお、受益者負担

については、民間養

成機関の状況を勘案

したうえで、改めて検

討することとし、負担

のあり方については、

航空会社等関係者間

での情報交換に取り

組む。 

また、小委員会とり

まとめ等を踏まえて、

訓練の受託等による

自己収入の拡大に向

けて取り組み、訓練受

託等による自己収入

額を前中期目標期間

（２）自己収入の確保 

 

 

「独立行政法人改革等

に関する基本的な方

針」（平成 25 年 12 月閣

議決定）や「交通政策審

議会航空分科会基本政

策部会／技術・安全部

会乗員政策等検討合同

小委員会とりまとめ」

（平成 26 年７月）、平成

30 年度以降の学生数

の増加を踏まえつつ、

適正な受益者負担の水

準を確保するため、航

空会社及び学生が負担

する割合については直

接訓練経費の 55％とす

る。なお、受益者負担に

ついては、民間養成機

関の状況を勘案したう

えで、改めて検討するこ

ととし、負担のあり方に

ついては、航空会社等

関係者との間で情報交

換を行う。また、自己収

入を拡大するため訓練

の受託等の取組を実施

する。 

（２）自己収入の確保に

関する年度計画 

 

「独立行政法人改革等

に関する基本的な方

針」（平成 25 年 12 

月閣議決定）や養成規

模を拡大すること等を

踏まえ、航空会社及び

学生が負担する割合

については、航空機燃

料費・航空機修繕費等

直接訓練経費の 55％

とする。なお、受益者

負担については、民間

養成機関の状況を勘

案したうえで、改めて

検討することとし、負担

のあり方については、

航空会社等関係者と

の間で情報交換を行

う。また、自己収入を

拡大するため訓練の

受託等の取組を実施

する。 

 令和５年度予算の受益者負担

については、平成 30 年度から

の負担水準を維持した。 

令和５年度は資金ショートの恐

れがあったが、航空会社に追加

で寄付金を募り、資金ショートを

回避した。 

こういった事態を踏まえ、受益

者負担のあり方を見直し、令和

６年度から、受益者負担額を直

接訓練経費の 2/3 に引き上

げ、必要な予算の確保に努め

るとともに、負担額の算定方法

を、予算額をもとに負担額を決

定する予算ベースから、決算額

をもとに負担額を決定する執行

ベースに変更し、予算執行の透

明性を確保した。この変更に際

し、航空会社等関係者との間で

密に情報交換を行った。 

なお、令和４年度補正予算及び

令和５年度当初予算における

直接訓練経費の合計のうち、航

空会社及び学生が負担した割

合は、55％であった（※）。 

 

（※）令和４年度補正予算分の

受益者負担は、令和５年度当

初予算分の受益者負担とまと

めて令和５年度に負担を求めて

いる。 

評定：A 

受益者負担について、航空会社

と調整を行い、受益者の負担率

を直接訓練経費の 55％から 2/3

に引き上げて、必要な予算を確

保するとともに、予算ベースから

執行ベースに変更して、予算執

行の透明性を確保することとした

ことを踏まえ、A と評価する。 

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

自己収入確保のため、受益者である航空会社と調整をした結果、直接訓練経費

に対する受益者負担率の 55％から 2/3 への引き上げを実現したことで、令和６年

度以降の訓練経費の確保に努めたこと、また受益者負担額の算出において、予

算額に負担率を乗じた金額を受益者負担とする予算ベースから、概算予算額に

負担率を乗じた概算負担額を受益者が負担した後、決算時の執行額に負担率を

乗じ精算を行う執行ベースへ変更したことで、予算執行の透明性を高めることが

できたこと。 

以上により、航空大学校の努力により自己収入の確保、予算執行の透明性を高

めることができたと認められることから、「A」評定とする。 

 

＜外部有識者の見解＞ 

・航空大学校としても資金的に厳しいという事は理解している。 

 今後も受益者であるエアラインと航空大学校の両社で合意をしながら手続きを

進めてほしい。 

・評定に異論はない。 
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中の実績額より 10%

向上させる。 

 

４．その他参考情報 

該当無し。 
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業務実績等報告書様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３―３ 業務達成基準による収益化 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する政策評価・行政事業レビュ

ー 

行政事業レビュー番号 004169、005776 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

（参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣の評価 

業務実績 自己評価 

 独立行政法人会計基

準の改訂（平成 12 

年 2 月 16 日独立

行政法人会計基準研

究会策定、平成 27 

年１月 27 日改訂）等

により、運営費交付金

の会計処理として、業

務達成基準による収

益化が原則とされたこ

とを踏まえ、予算と実

績を管理する体制を

構築する。 

独立行政法人会計

基準の改訂(平成

12 年２月 16 日独

立行政法人会計基

準研究会策定、平

成 27 年１月 27 日

改訂)等により、運

営費交付金の会計

処理として、業務達

成基準による収益

化が原則とされたこ

とを踏まえ、収益化

単位の業務ごとに

予算と実績を管理

する体制を構築す

る。 

独立行政法人会計

基準の改訂(平成 

12 年２月 16 日独

立行政法人会計基

準研究会策定、平

成 27 年１月 27 

日改訂)等により、

運営費交付金の会

計処理として、業務

達成基準による収

益化が原則とされ

たことを踏まえ、収

益化単位の業務ご

とに予算と実績を管

理する体制を構築

する。 

 平成２８年度より運営費交付金

収益の計上基準を業務達成基

準にしたことを受けて、収益化

単位（※）の業務完了の考え方

や進行状況の測定方法等につ

いて考え方を整理したうえで適

用した。また、年度当初に会計

規程第 8 条に基づく予算使用

計画書を定め、示達経理簿等

により適正な予算管理を行っ

た。 

（※）航空大学校の収益化単位

は航空機操縦士養成事業のみ 

評定：B 

収益化単位で予算使用計画書を

定め、示達経理簿等により適切

な予算管理を行った。 

これらを踏まえ、B と評価する。 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「B」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜外部有識者の見解＞ 

・評定に異論はない。 

 

４．その他参考情報 

該当無し。 
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業務実績等報告書様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４－１ 短期借入金の限度額 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する政策評価・行政事業レビュ

ー 

行政事業レビュー番号 004169、005776 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  予見し難い事故

等の事由に限り、資

金不足となる場合

における短期借入

金の限度額は、５０

０百万円とする。 

 予見し難い事故等

の事由に限り、資金

不足となる場合にお

ける短期借入金の

限度額は、５００百

万円とする。 

 － － 

 

評定 - 

－ 

 

４．その他参考情報 

該当無し。 
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業務実績等報告書様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４－２ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する政策評価・行政事業レビュ

ー 

行政事業レビュー番号 004169、005776 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  該当無し 該当無し  － － 

 

評定 - 

－ 

 

４．その他参考情報 

該当無し。 
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業務実績等報告書様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４－３ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する政策評価・行政事業レビュ

ー 

行政事業レビュー番号 004169、005776 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  該当無し 該当無し  － － 評定 - 

－ 

 

４．その他参考情報 

該当無し。 
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業務実績等報告書様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４－４ 剰余金の使途 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する政策評価・行政事業レビュ

ー 

行政事業レビュー番号 004169、005776 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  ① 入学希望者数

の増加策に要する

費用 

② 養成の向上に

資する調査・研究及

び航空技術安全行

政に資するための

調査・研究の実施 

③ 効果的な養成を

行うための教育機

材の購入 

④ 運航管理業務

の充実を図るため

の業務支援機器の

購入 

① 入学希望者数

の増加策に要する

費用 

② 養成の向上に

資する調査・研究及

び航空技術安全行

政に資するための

調査・研究の実施 

③ 効果的な養成を

行うための教育機

材の購入 

④ 運航管理業務

の充実を図るため

の業務支援機器の

購入 

 該当無し 

 

－ 

 

 

評定 - 

－ 

 

 

４．その他参考情報 

該当無し。 
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業務実績等報告書様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―５ 内部統制の充実・強化 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する政策評価・行政事業レビュ

ー 

行政事業レビュー番号 004169、005776 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 内部統制について

は、理事長のリーダー

シップの下、「「独立行

政法人の業務の適正

を確保するための体

制等の整備」につい

て」（平成 26 年 11 

月 28 日総務省行政

管理局長通知）に基

づき業務方法書に定

めた事項を確実に実

施する。 

また、大学校全体の

業務執行及び組織管

理・運営等に関し、理

事長及び分校長を含

めた月１回程度の会

議を通じて、これらの

実施状況について実

態を把握し、継続的な

分析、必要な見直しを

行う。 

さらに、政府の方針を

踏まえ、法人の保有

する情報システムに

対するサイバー攻撃

への防御力強化、攻

撃に対する組織的対

応能力の強化等、適

切な情報セキュリティ

対策を推進する。 

内部統制について

は、理事長のリーダ

ーシップの下、「「独

立行政法人の業務 

の適正を確保する

ための体制等の整

備」について」（平成

26 年 11 月 28 日行

政管理局長通知）

に基づき、業務方法

書に定めた事項を

適切に運用する。 

また、大学校全体

の業務執行及び組

織管理・運営等に

関し、理事長及び分

校長を含めた役職

員が参加する月１

回程度の会議を通

じて、これらの実施

状況について実態

を把握し、継続的な

分析、必要な見直し

を行う。 

さらに、政府の方針

を踏まえ、保有する

情報システムに対

するサイバー攻撃

への防御力強化、

攻撃に対する組織

的対応能力の強化

等へ取り組むととも

内部統制について

は、理事長のリーダ

ーシップの下、「「独

立行政法人の業務

の適正を確保する

ための体制等の整

備」について」（平成 

26 年 11 月 28 

日行政管理局長通

知）に基づき業務方

法書に定めた事項

を適切に運用する。 

また、大学校全体

の業務執行及び組

織管理・運営等に

関し、理事長及び分

校長を含めた役職

員が参加する航大

会議を月１回程度

開催し、これらの実

施状況について実

態を把握し、継続的

な分析、必要な見

直しを行う。 

さらに、政府の方針

を踏まえ、保有する

情報システムに対

するサイバー攻撃

への防御力強化、

攻撃に対する組織

的対応能力の強化

等へ取り組むととも

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜そのほかの指標＞ 

なし 

内部統制について、業務方法

書に定められた事項を適切に

運用した。 

監事による業務監査を実施し

た。 

５月に実施した内部評価委員

会においては、外部有識者に

参画頂いた。 

内部統制の推進に関する規程

に基づき１１月と３月に内部統

制委員会を開催した。 

大学校全体の業務執行及び組

織管理・運営等に関し、航大会

議を月２回開催（うち、１回は理

事長及び分校長を含めた役職

員が参加）した。 

さらに、政府の方針を踏まえ、

保有する情報システムに対する

サイバー攻撃への防御力強

化、攻撃に対する組織的対応

能力の強化等への取り組みとし

て、情報セキュリティポリシーに

関する規程類等の整備や各役

職員に対する自己点検、情報

セキュリティ研修を実施するな

どにより、各課、各職員の意識

付け向上を図った。また担当職

員の、内閣サイバーセキュリテ

ィセンターが開催するセミナー

への参加及びウイルスメール

情報の共有、ソフトウェア更新

情報等の共有、必要なサーバ

評定：B 

年度計画どおり、大学校全体の

業務執行及び組織管理・運営等

に関し、理事長及び分校長を含

めた役職員が参加する航大会議

を月２回程度開催した。また、担

当職員が、内閣サイバーセキュ

リティセンターが開催するセミナ

ーへ参加し適切な情報セキュリ

ティ対策を推進するなど、着実に

取組みを進めている。 

これらを踏まえ、B と評価する。 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「B」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜外部有識者の見解＞ 

・評定に異論はない。 
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に、内閣サイバーセ

キュリティセンター

が開催するセミナー

に積極的に参加す

る等、適切な情報セ

キュリティ対策を推

進する。 

上述の情報セキュ

リティ対策を含む内

部統制の充実・強

化に向けた体制整

備の推進にあたっ

ては、各事業年度

において計画的に

コンプライアンス研

修を実施し、役職員

等のコンプライアン

ス意識の向上を図

る。 

に、内閣サイバーセ

キュリティセンター

が開催するセミナー

へ積極的に参加す

る等、適切な情報セ

キュリティ対策を推

進する。 

上述の情報セキュ

リティ対策を含む内

部統制の充実・強

化に向けた体制整

備の推進にあたっ

ては、各事業年度

において計画的に

コンプライアンス研

修を実施し、役職員

等のコンプライアン

ス意識の向上を図

る。 

ー対策等、適切な情報セキュリ

ティ対策を推進している。 

 上述の情報セキュリティ対策

を含む内部統制の充実・強化に

向けた体制整備の推進にあた

り、外部講師によるコンプライア

ンス研修を実施し、全職員が受

講し、役職員等のコンプライア

ンス意識の向上を図った。 

 

 

 

４．その他参考情報 

該当無し。 
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業務実績等報告書様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―６ 人材の確保・育成 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する政策評価・行政事業レビュ

ー 

行政事業レビュー番号 004169、005776 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

職員数に対する人事交

流比率 

１０％程度 １６．４％ １３．２％ ２３．１％ １２．３％    

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 高度で専門的な技

能を要する教官を継

続的に確保するため

の中長期的な視点に

立った人材の採用、

教官の教育技法等の

向上に資する定期的

な研修等を含む適正

な人材確保・育成方

針を策定し、効率的・

効果的な業務運営の

ために必要な役職員

を確保する。また、国

または大学、民間等と

の人事交流を促進す

ることにより、内部組

織の活性化を図る。 

さらに、ICT の活

用、業務の電子化を

推進するにあたり、情

報セキュリティが適切

に確保されるよう人材

の育成・確保を図る。 

高度で専門的な

技能を要する教官

を継続的に確保す

るための中長期的

な視点に立った人

材の採用、教官の

教育技法等の向上

に資する定期的な

研修等を含む適正

な人材確保・育成方

針を策定し、効率

的・効果的な業務運

営のために必要な

役職員を確保する。 

また、内部組織

の活性化を図るた

め、エアラインパイ

ロット経験者の招聘

等のほか、各事業

年度において職員

の約１０％程度につ

いて、国または大

学、民間等と人事

交流を行う。 

さらに、大学校に

おける情報セキュリ

ティの適切な運用

のため、研修等によ

る人材の育成・確保

を図る。 

高度で専門的な技

能を要する教官を

継続的に確保する

ための中長期的な

視点に立った人材

の採用、教官の教

育技法等の向上に

資する定期的な研

修等を含む適正な

人材確保・育成方

針を策定し、効率

的・効果的な業務運

営のために必要な

役職員を確保する。 

また、内部組織の

活性化を図るため、

エアラインパイロット

経験者の招聘等の

ほか、各事業年度

において職員の約１

０％程度について、

国または大学、民

間等と人事交流を 

行う。 

さらに、大学校にお

ける情報セキュリテ

ィの適切な運用の

ため、研修等による

人材の育成・確保を

図る。 

＜主な定量的指標＞ 

職員数に対する人事交

流比率 

教育技法等の向上のため各種

の研修、講習会、セミナー等に

参加し、内部への水平展開を

実施した。 

 

 

内部組織の活性化を図り、業務

運営の効率化を推進するため、

職員の１２．３％（１５名）につい

て、国や民間（航空会社等）と

の人事交流を行った。 

 

評定：B 

エアラインパイロットの養成に必

要な役職員を確保するとともに、

教育従事者に対して各種の研

修、講習会、セミナー等教育技法

等の向上のための研修を実施

し、内部での情報共有を図った。

また、年度計画どおり、内部組織

の活性化を図るべく職員の人事

交流を行った。 

これらを踏まえ、B と評価する。 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「B」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜外部有識者の見解＞ 

・評定に異論はない。 
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４．その他参考情報 

該当無し。 
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業務実績等報告書様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―７ 施設・設備に関する計画 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する政策評価・行政事業レビュ

ー 

行政事業レビュー番号 004169、005776 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 大学校の目的の確実

な達成のため、必要と

なる施設及び設備に

関する整備計画を策

定する。 

   令和 4 年度補正予算において

契約を締結した帯広分校のエ

プロン老朽化対策等工事基本

設計及び実施設計を実施した。 

 

評定：B 

令和 4 年度補正予算における

帯広分校のエプロン老朽化対

策等工事について、基本設計

及び実施設計を実施したことを

踏まえ、B と評価する。 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「B」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜外部有識者の見解＞ 

・評定に異論はない。 

 

４．その他参考情報 

該当無し。 
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業務実績等報告書様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―８ 保有資産の検証・見直し 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する政策評価・行政事業レビュ

ー 

行政事業レビュー番号 004169、005776 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 保有資産について

は、資産の利用度の

ほか、本来業務に支

障がない範囲での有

効利用の可能性、経

済合理性などの観点

に沿って、保有の必要

性について不断に見

直しを行う。 

保有資産について

は、引き続き、その

利用度のほか、本

来業務に支障がな

い範囲での有効利

用の可能性、経済

合理性などの観点

に沿って、その保有

の必要性について

不断に見直しを行

う。 

保有資産について

は、引き続き、その

利用度のほか、本

来業務に支障がな

い範囲での有効利

用の可能性、経済

合理性などの観点

に沿って、その保有

の必要性について

不断に見直しを行

う。 

 保有資産の必要性について

は、見直しを行い、必要性のな

いものはなかった。引き続き、

適時利用実態を把握し、将来に

渡り業務を確実に実施する上

で、保有の必要性を検証する。 

 

 

評定：B 

保有資産台帳を基に全資産に

ついて見直しを行い、不要な資

産がないことを確認したことを

踏まえ、B と評価する。 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「B」との評価結果が妥当であると確認できた。 

 

＜外部有識者の見解＞ 

・評定に異論はない。 

 

４．その他参考情報 

該当無し。 

 



予算、収支計画及び資金計画の年度計画額
に対する実績額の差額

【別紙１ 予算】 （単位：百万円）

備考差額実績額計画額区分

収入

03,0273,027運営費交付金

03535施設整備費補助金

寄付金収入等の減によるもの△4711,4631,934業務収入

支出

航空機運航経費等の減によるもの△6602,7463,406教育経費

退職給付費用等の減によるもの△701,2301,300人件費

03535施設整備費

校舎等維持費等の増によるもの134390256一般管理費

0

（注）単位未満を四捨五入しているため合計額が合わない場合がある。



【別紙２ 収支計画】 （単位：百万円）

備考差額実績額計画額区分

△6024,4485,050費用の部

△6044,4465,050経常費用

校舎等維持費等の増である。84340256一般管理費

減価償却費（機械及び装置等）の増である。44052888減価償却費

航空機運航経費に係る支出差額による減である。△1,2072,2003,406教育経費

△61,2941,300人件費

航空機及び飛行訓練装置等に係るファイナンス・リース支払利息の増である。84840財務費用

固定資産除却損による増である。220臨時損失

△6884,362 5,050収益の部

△6904,3595,050経常収益

令和６年度以降の機体購入費等相当額及び費用に対して自己収入を充てた残を収
益化した結果である。

△3132,7143,027運営費交付金収益

000施設費収益

寄付金収入等の減である。△5331,4011,934業務収益

賞与及び退職給付引当金見返の計上による増である。74740引当金見返に係る収益

運営費交付金により取得した資産の減価償却による増である。2110685資産見返運営費交付金戻入

110資産見返物品受贈額戻入

寄付金により取得した資産の減価償却による増である。60633資産見返寄付金戻入

固定資産除却に対応した戻入による増である。220臨時利益

△86△860純損失

△86△860総損失
1

（注）単位未満を四捨五入しているため合計額が合わない場合がある。



【別紙３ 資金計画】 （単位：百万円）

備考差額実績額計画額区分

△6254,3714,996資金支出

教育経費、人件費、一般管理費の支出差額及び未払金
の発生年度と支払年度の相違等による減である。

△1,0823,8804,962業務活動による支出

有形固定資産の取得等の取得に係る計画額と実績額の
差額による増である。

16019535投資活動による支出

航空機ファイナンスリースの元本債務返済による増である。2962960財務活動による支出

6035,5994,996資金収入

寄付金収入等の増である。6035,5654,962業務活動による収入

03535投資活動による収入

2
（注）単位未満を四捨五入しているため合計額が合わない場合がある。


